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I強靭性・寸法安定性・平面性・保存性・耐久
性のすれたポリエステルブイしムベースの
ケミカルマッ1--加工をした製図用合成紙

強度・感度透明度・寸法安識生・製図適性
仕上り、すべてに優れた製品

I

妙蒸気機関]liにも似て、ダイナミックな扱いにも、水
ぬれにも、びくともしない美しい仕_上げ。杜事の合理
化スピードアップに御利川下さい。

●本社率域都新病嘆斯猫Z－7-ITELO3(354)0361〒160
大賑TELO6(772)141量・霜古屋TELO52(822,》副21．

4LETEL､011(631)4421．禍岡TELO92(271)0797･蝿王TELO488(24)1255
広島･rELO822(61)2902･仙台TEI_80222(56)015I沖縄TELO9“〔68》56I2
アメリカき.もと（ロスアンゼルス)･スイス急もと(チューリッヒ）

厩別株式会社きもと
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10月1日郵便料金の大幅アップに伴ないまして，

興林靴につきましては送料を当会で負担すること

が困難な状勢になりました。つきましては甚だ不

本惣ではございますが,12月1日以降，送料実費

を頂鮫することにいたし童したので何卒ご了承下

さ為ようお願い申し上げます。

ｉ
Ｉ

苞
、
び
ら
口
夕
■
Ｅ
ｕ

、
〃
６
〃
、
夕
も
ノ
、
〃
６
Ｊ
、
ｆ
ｎ
Ｊ
１
ｆ
９
〃
も
ｆ
Ｖ
ｆ
Ｄ
Ｊ
３
ｆ
、
ｆ
１
Ｋ
ｑ
４
で
〃
日
皇
ｆ
１
ｆ
Ｊ
も
Ｊ
１
“

可

”

ｇ

ｏ

、

夕

Ｌ

ｏ

夕

ｒ

●

寺

グ

ｂ

●

タ

グ

も

○

ヶ

凸

号

タ

ヴ

ム

。

〃

Ｑ

○

Ｏ

Ｐ

Ｑ

■

〃

Ｆ

＆

且

Ｐ

Ｒ

●

ｐ

ｒ

Ｑ

ｑ

ク

ｅ

ｕ

ｄ

ｒ

、

Ｕ

〃

凸 ’
哩
勤
‐
１
：恥峠

Ｎ
通

画
〃
げ
む
も
タ
巳
Ｑ
ｃ
Ｆ
、
〃
＆
里
・
〆
凸
○
夕
も
■
〃
匙
〃
日
頃
匹
炉
■
や
〃
○
戎
寸
グ
ム
己
〃
ｐ
や
Ｅ
ク
且
◇
ｒ
弓
〃
い
ら
◆
ｒ
ｎ
う
り
ｑ
８
Ｆ
、
Ｆ
も
り
▽
９
ヶ
ｇ
弓
グ
凸
寺
ク
グ
Ｂ
Ｖ
Ｐ
、
垂
心
行
、
ロ
▲

N().:1半長靴¥$1,800

オートバイ用に好適
短靴￥3,5()0

作業兼用

No.2編上靴¥.5,800

登山，山林踏査に好適

革軍手¥400
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林業地帯の形成過程

一木頭林業の展開構造一

有木純善著・A5判・364頁

定価3,000円（〒共）

豊富な一次資料を駆使して，近

世から近代に至る木頭の林業を

実証的に解明｡林業技術史(I)

「林業技術」の姉

妹誌。最近の森林

航測界の情報・成

果をわかりやすく

解説し，また基礎

技術・知識の修得

にもかなうよう配

慮（年4回発行）
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間埠邸範建彬餓愛

ノウサギ生息数調査法と被害調査法
B5判・定価400円（〒共）

野兎研究会のメンバーが研究成果の
一部を手引書方式にまとめた現場実
務指導書

森林航測・B5判・定価105円（〒55円）
。

ー

航測に関して初級

の，主として林業

技術者を対象に醤

かれた唯一の入門

書。各自の技術研

さんはもとより研

修用テキストとし

て最適ノ

蕊灘 誤認鍵灘

篝
圏林業技術史(全5巻)第1．3．4巻好評発売中.ﾉ函

森林航測テキストブツク・渡辺宏著

A5判・定価1,200円（〒共）

発行所日本林業技術協会

東京都千代田区六悉町7（〒102）

TELO3(261)5281事業課

振替東京60448

林木の材質・加納孟著

A5判・定価1,500円(〒実費）

材質に及ぼす各種の要因を体

系づけ材質の形成機構を解明

ジグザグ集運材作業

－その考え方とやり方－

中村英碩著

A5判･定価650円庁実費）
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日本の自然の代表的

な姿である森林とは

どんなものか。また

私たちの生活とのか

かわりは。各種資料

・写真を豊富に折込

承平易に解説。お子

様への絶好のプレゼ

ント.ノ

都市環境保全

の一翼をにな

うものとして

重要性を増し

た街路樹造成

のすべてを詳

細説明した実

務指導書

！
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わかりやすい林業

研究解説シリーズ

最近の研究成果を平

易に解説。研修等に

広くご活用いただい

ています

で坂又工乢j1ﾘrツEl汎禾起今I今＝＝弓
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皇
。
＝

A5判定価500円（〒共)A5判定価2,500円（〒共）広くご活用いただい言
＝＝
■■

＝

て います望
＝

＝
唾

■■

画 ：＝

別IⅡ再Ⅱ■Ⅱ11可I旧IlI1剛mli1順I旧IIIIpI旧101旧ⅡDIIⅡpIiPIⅡIﾛⅡ■Ⅲ旧IIqlII旧JOqⅡⅡElIpIⅢ'1旧11Ⅱ頁I旧llIlqI旧IIII馴旧IiI1Bl旧118旧I旧''1旧I旧'1順I1P1II旧11頁lⅡ旧1NⅡI旧11ⅧI旧IlpⅡⅡPI旧Ⅲl剛旧IⅡl引旧ⅡIOqI旧N10mF



赫業按繍

2｡1975｡N0.395

！

●

や

一
一

表紙写真
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地 方林政を考 え ろ

か染のしんじ

紙野伸二
（林試・経営部）

地域林政から地方林政へ

『これからの林政は,もっと地或に立脚したものでなければならない』『地域性を生かした撫脆体
系化することが今後の研究課題である』というような趣旨の話をよく聞くことがある。林業は森林を

対象に営む産業であり，森林は，資本や労働力のように可動性をもたないから，当然，森林の所在する

地理的条件を十分に配慮し，これを生かす工夫を重ねなければならない。上の話は，表面上，なんら疑

義をはさむ余地はないように思われる。

しかし，一歩中味に入って考えると，大変あいまいになる。国民経済は国境をさかいにして，人や物

｡の動きが制限され，制度や言葉が異なっているから，国家間でおのずから違ったものとなるし，また経

営経済は財産の所有や収益の帰属をめぐって，他の経営経済と法律上，実体上，明確に区分されている

が，地域経済は自らを区画する基準を欠いている。知事が考える地域問題と市町付長の考える地域問題

Iは，お互いに違うのが当たり前であるが，ともに同じ言葉で語られている。「地域」ほど中味を考えず

&に便利に使える言葉はないといえば，皮肉がすぎるであろうか。

戦後日本の地域政策の展開をみると，一貫して国民経済の発展のために地域開発が手段として利用さ

:れていたといえるように思う。第1番に取り上げられた奥地開発の諸政策は，電源，木材・鉱物資源等

の中で奥地にねむっているものを掘り起こし，国民的飢餓を救うのが最大の目標であった。もはや戦後

ではないといわれ出した時代に取り上げられた，新産都市建設など工業の地方分散政策や基本法農林政

,ば，地域間，農工間に介在する較差を是正することによって，国民経済のより高度の発展を期待しよう

としたものであった。最近では，とかくの批判を受けている新全総計画においても，国土利用のゆがみ

-を是正し，調和のとれた開発をすすめるために，新しいネットワークの建設や大規模な開発がもぐるま

日れているのである。

これに対して，諸外国の地域政策は，私の知るかぎり一貫して地域そのものの振興策が政策展開の基

礎になっていたように思われる。たとえば，有名なイタリア南部の開発計画は，たしかに南部地方がイ

タリア経済の全体の発展の足かせになるという発想はあったにしても，ともかく，南部の貧困や失業の

解消が中心であったし，イギリスやアメリカのデプレストエリヤ（炭鉱や造船などかつて繁栄したが今

日急速に衰退しつつある地域）の振興対策は，それぞれの地域自体の振興が優先されている。わが国で

も山村振興法などは数少ない地域優先の開発政策であるが，これとても，政策立案の基礎に山村問題の

国民経済的な位置づけ－たとえば山村所在の資源は今日，全国民の渇望する環境要素であり，山村住

民はその重要な保全者である一に多くの配慮を払っている。

－1－



ともかく，わが国の地域政策は，ナショナルベースに立ったものが多く，地域自体の問題を優先させ

た，ローカルベースの政策は乏しかったといえる。貧困からの脱出や，限られた資源の中での繁栄とい

う課題に対応するための政策として，ナシ雲ナルペースの地域政策は，それだけの意義があったといえ

そうだが，今日のように，成長路線が反省され，住民福祉が優先され，環境問題がクローズアップされ

住民運動が大きな力を発揮するにいたっては，地域政策の立場の再検討が必要になってきたように考え

る。林政についてそれをいえば，国民経済的な課題を地域的な立場で分担することによってあわせて地

域の森林・林業の振興を図るという「地域林政」から，（たとえば地域森林計画はこのような考え方で

仕組まれている｡）それぞれの地方の社会と密着した森林・林業のあり方をまず考え，その発展を促進

するような全体社会を模索するという「地方林政」を確立する必要があるということになろう。残念な

がら今日まで，このようなローカルベースに明白に立脚した提起は少なかったように思う。

仏

匙

地方林政提起の背景
一
一

これからの林政は，いろいろな意味で，地方林政拡充の要請がつよくなると判断するが，なお，さら

に以下のような背景がある。

まず第1に，基本法林政の今日にいたる展開がある。この政策の当初の目標は，「個別経営」の構造

を改善することによって,林業の生産性を高め,その結果,林業従事者の所得の増大を図り，農工間，
地域間に発生している所得較差を是正するということであった。しかし，関連する諸事業の実施結果

は，林道の敷設や，森林組合の育成強化という，「地域」の林業生産基盤を充実することになってしま

った。現行の二次林構では，さらにすすんで，森林組合を中心にして，高集団地協業化や共同的集出荷

施設の整備など，林業の「地域対策」的色彩を濃厚にしつつある。その結果は，若干の地域ですでに見

られるように，林業の「産地化」への歩みを踏み出すようになると思われる。

第2に，外材の影響が考えられる。外材の増大が国内林業に与えた影響はさまざまであるが，その一
つに，国産材の地域間交流量が少なくなるとともにその流通圏域が狭くなったことがあげられる。つま

り，国産材の生産一流通一加工に関して，三都を中心にした全国的市場体系から，最寄都市の地方市場

を核にしたより狭い経済圏に移行しつつあり，その中で国産材の生産体制を再編成することが要請され

ているのである。このことは市場側からの「産地化」運動とみてよいであろう。

第3に，過疎対策ないし山村対策との関係がある。当初，これらの事業は，経済発展から取り残され

た地域住民の救済を主眼に，その生活条件や就業構造の整備に重点がおかれていたが，次第に，より広

域的見地から地域の総合振興事業として位置づけられるようになってきた。その結果，森林計画も関連

する地域の総合計画の中で見直される必要性が高まりつつある。

第4に環境問題との関係がある。公害防止も，自然保護も今日では国民的課題のごとく受けとられて

いるが，本来は，すぐれてそれぞれの地域での問題であるはずである。直接関係のある地域住民の利害

のフィルターをかけ，広いコンセンサスをとりつけることが環境問題解決の第1の仕事であり，即地域

政策の課題である。林業生産の外部効果として溢流した公益性の受益に関して，今日，全く地域的な限

定を付さずに議論がされていること自体，地域無視の林政が展開しているといわなければならない。

以上，森林・林業をめく｡る最近の情勢は，林政の地域政策的展開＝地方林政の確立を強く要請してい

るものであると考える。しかし，いま，ここで提示した4つの背景を仔細に検討すれば，それぞれ領域

と内容を異にする問題群になるように思われるし，また，さらに別な角度からの問題提起もありえよ

う。幸いにも本誌が昭和48年7月号から延14回にわたって連載した「地域林業の育成策を考える」の

中に，地方林政を考えるに当たっての重要な指摘が数多くふくまれている。筆者の理解した限りで，そ
の論点を整理し議論の手がかりにしよう。

~

心
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連載「地域林業の育成策を考える」での問題提起

それぞれの主題を次のように区分できる。

1林業政策的な分野を中心にしたもの

（1）未成熟林業地域の開発戦略を議論したもの……北上山地①最上山地⑧島根県⑨北海道⑦

（2）成熟林業地域における産地形成を課題としたもの"…･久万林業②天竜林業⑥広島地域④

日田林業⑫吉野林業⑬妖肥林業⑪

2．環境政策的な分野を中心にしたもの

長野県③茨城県⑤

3．特殊問題を取り扱ったもの

瀬戸内のマツ⑩新潟のポイ山⑭

（注）○内数字はシリーズ番号，標題名は筆者が簡略化した。

1．未成熟林業地域の振興対策

未成熟林業地とは，林業生産の用材林業的発展に対して，資源的にも生産構造的にも十分な体制がで

きていない地域を概括的に指したもので，今日の低い林業生産力では低雇用と低所得しか与えず，労働

力は流出し，そこに発展をもたらす資本蓄積の余地の乏しい，いわゆる「貧困の悪循環」があてはまる

地域である。

このようなところには，まず，「100年の眠りをさます」ビッグプッシュが必要で，①や⑧では，大

規模林業圏開発計画の構想が紹介されている。多くの市町村をふくみ，県域を越えて100万haにも達

する地域に設定される広大な森林開発計画は，それが有効に実施されるならば，まさに画期的事業であ

るに違いない。しかし，それが地域計画としての総合性をもとめればもとめるだけ，縦割り行政の欠陥

が露呈するであろうことを紹介者たちは危倶している。

地域外からのビッグプッシニが，地域内へプラスの循環効果を与えるためには，内部でそれを受けと

める体制ができていなければならない。⑦と⑨では，未成熟地域の内部構造に目を向け，個別経営の劣

弱性を克服する手段として，森林組合の機能に大きな期待をかけている。⑦では，林構事業などの効果

をうけて，森林組合の資本機能は充実してきたから，さらにすすめて，森林組合を「地域に定着してい

る林業総資本」そのものであるという認知を与え，未成熟地域発展の内的駆動力たらしむくしという積

極的提案をしている。これに対して，⑨では，生産の担い手というよりも，森林組合を個別経営の組織

者としての機能を強調し，低質材の市場開拓や労務の通年雇用体制の確立等の分野での役立ちを期待し

ている。

このような，未成熟林業地に対する，内外二面からの提案は，それぞれが独立のレポートとして，違

った地域を対象になされているのであるが，本来は，いずれも相互に補完し合い結合的総合的に実施さ

れるべきであるまいか。今日，外からのプッシニが地域内部で効果的に生かされず，また内からの自律

的な発展がﾀ陪條件の不備のために挫折するという矛盾の中でII申吟しているのが多くの未成熟地域での

実態である。

2．成熟地域の産地形成

わが国の有名林業地は，自然条件と経済条件とが特殊にめぐまれたところで展開し，モザイク型に出

現してきた。その分布は，日本列島の外帯に多く，主要河川の流域に，それぞれが一つの経済圏として

形成されてきた。おおむね，特殊市場に結合した特殊用材を生産しており，そのために独特の生産技術

が採用され，それに応じた生産～流通～加工の構造ができ上がっていたのである。いうなれば，有名林

業地は，多くの面で独特の「地域性」をもっていたのである。

それが最近になって，急速にその特色が失われつつある。たとえば⑪の妖肥林業では，弁甲材生産，
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⑫の日田林業では下駄材生産が有名であったが，それぞれ，良質建築材生産へと脱皮が急がれている。

新しく採用されようとしている技術は，枝打ちにしても，間伐にしても，他の多くの地域でも等しく導

入が図られているものであり，この面から技術の平準化がすすみつつある。

いま一つの変化は，林業地域が外延的に広がりつつあることである。⑬の吉野林業は吉野川を越えて

十津川流域に，⑥の天竜林業では流域の異なる太田川流域まで拡大しつつある。その当然の結果とし

て，不適地が林業地の中に編入せられ，漸次独特の技術構造や生産体制に変化～平準化がみられるよう‘

になる。

このように，特殊性の喪失ともいえる現象が有名林業地を中心に成熟地域では進展し，新しい産地化

の芽をはらみながら，過疎化や外材進攻の旋風にさらされているのである。

成熟林業地の産地化のための諸提案を箇条書風に記述すると次のようである。

(1)新しい生産技術を選択すること。地域の条件に応じた高品質，高能率の生産技術を体系化し，普及

すること，生産ないし施業を集団化すること，生産基盤を充実し，機獅上体系を導入すること。

(2)新しい生産主体を育成.確保すること。林業経営の空洞化を防止し,後継者を確保するために,林
業労働力対策，総合的な山村･対策を実施すること。

(3)新しい林業経済圏を確定すること。生産圏，就労圏，集荷圏などを総合した林業地域を画定するこ‐

と。

(4)新しい産地化の推進母体を育成強化すること。森林組合等の機能の再評価とその組織化を図るこ

と。

このように整理してしまうと，いかにも簡単なようであるが，いうまでもなく，それぞれが困難な課

題をかかえている。⑪や⑫では，新しい技術の選択のために，伐期齢，品種，植栽密度，保育作業の検

討が在来技術の上に具体的に加えられているし，より歴史の浅い②では，すでに安定をみた篤林家技術

の地域への定蒲化が討議されている。④の広島市場に関する報告では，もともと国産材に関する市場移

転とこれに伴う流通加工榊造の再編成が主題であったが，林業経済圏域についての基本的な問題点が提

起されている｡(後述）

産地形成の主体をどこに求めればよいか。レポートでは⑥天竜林業の竜山森林組合のケースを紹介

し，山村の「森林組合社会化」のビジョンを描き出そうとしている。縫製工場の経営にまで進出してい・

るこの組合での実態は，山村振興のためには，森林組合といえども，林業という一産業部門にとどまり，

うるものではないという開かれた行動原理を示唆している。

3．環境政策的分野

公害を防止し，優良な自然環境を保全する住民の要請は高まっている。このシリーズでも，③長野

県，⑤茨城県から，環境政策的観点を重視した問題提起があった。

⑤では，首都圏の発展が近郊地帯の森林をスプ戸一ル的に破壊していく実態にふれ，森林が環境財

（公共財）としての価値を高めつつあることから，拡充し保全するための「グリーン大作戦」を紹介し

ている。茨城県で出された作戦は1）緑を守る作戦，2）緑を育てる作戦，3）緑にふれあう場を整備す

る作戦からなり，農林業のみならず，建設や教育までもふくめた総合大作戦としての展開が用意されて

いる。今日では行政主体の運動であるが，将来は地域住民の環境保全活動に発展することが期待されて

いる。

③は遠郊地帯である長野県下の森林を破壊しつつある別荘開発に関する問題が取り上げられている。

近郊地帯と異なって，開発適地が林業生産適地と重複すること，一部の地点の開発が，周囲の森林施業

に制約を与えるようになる「緑の独占化」がすすむことが調整に工夫のいることがある。ここでも行政

主導型の土地利用区分，開発基準の設定，モデル開発方式の提示などがなされているが，実効があがる

には距離があるようである。森林の所有と利用に関する権利関係の調整という現体制下の最も困難な課

B
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題を内包しているうえに，利害関係をもつ地域住民の環境財に関する意向がいまだ不安定であるという
根本的な問題が未解決であるからである。

4．特殊な森林施業問題

問題提起が上記の範ちゅうに入りにくいレポートに⑩瀬戸内のマツ，⑭新潟のボイ山がある｡いずれ
も，森林の長期にわたる過重利用に，自然条件の悪さが加味して，今日では回復に困難な課題をかかえ
ているところである。マツ林については，施業方法を中心に，ボイ山については林相改良方法と関連す
る行政施策のあり方について提起されている。

地方林政の確立のために

連載シリーズには，地域林業の振興に関する数多くの貴重な提案がなされている。紙幅の都合と，筆
者の能力不足のため，不十分な整理に終わってしまったことをお詑びしなければならない。
しかし，それにしても，何と多くの，しかも地方固有の問題をかかえていることか。森林とその所在
する地方の社会とは，有史以来のつき合いがあった。最近になって，道路が貫通したことなどから，他
地域の人たちが入りこんできて，森林のあり方にいろいろな注文をつけはじめた。この中には，取りか
えしのつかない失敗を防ぐ貴重な忠告もあるが，多くは，外部の人たちの立場から出た身勝手な要求も
多い。マスコミがこれに便乗，あるいは扇動している場合もある。その結果，今までやってきた森林利
用に疑いをもち，自信を喪失しかけている者も多い。外材の侵入や過疎化の進展が，これに拍車をかけ
地域社会と森林・林業とを切り離そうとしている。今こそ，森林・林業に関係している人たちが中心に
なって，一つの社会を構成し，自らの主体性をとりもどすべき時期ではないだろうか。自分たちの社会
のための森林・林業のあり方を真剣に追究することが，ひいては国民経済に対しても，都市社会に対し
ても，要望するサービスを提供することになるという情況を作り出すことが必要であると思う。そのた
めには林業技術者が，自然科学と社会科学の領域をこえ，実務家，行政官，研究者が共同して，自らの
所属する地域社会の林政のあり方について討議すべきであろう。そこで，その検討材料として，また，
連載シリーズを補充する意味をふくめて，以下の三点を提起しておきたい。

（1）地方林政が対象にする地域の広がりを明らかにしておく必要がある
林業がたんに，山村の伝統的な「なりわい」であった場合はそれでよかったかもしれないが，木材生
産が発達するにつれて，林業生産を担当する地域機能が次第に分化してきた。概念的には，もつ'ばら林
木を生育させる「やま」と林業従事者を定住させる「むら」と木材の商品化を完了する「まち」の三地
域が分立し，それが相互に連結されることによって林業経済圏が形成されるようになってきた。流送時
代における三機能は主として主要河川によって物理的に結合されていたが，今日では，市場機構を通じ
て，経済的に結合されている。しかし，それがたとえば，峯越道路の開通など，外部からの刺激によっ
て，結合地域が浮動し，結果として圏域は絶えず拡大されてきた。加えてたとえば広域観光ルートの開
発など新しい森林利用計画による新しい利用圏域の設定と利用諸関係が発生し，林業地域は，地域単位
としてのまとまりを急速に喪失しつつある。

地域区分とは，たんに地図上に線を引くことだけではない。産地化運動を展開し，森林・林業を中心
にした社会を限定するその範囲をきめる仕事である。そのような目的の地域区分には，それだけ総合性
と現実性をもったものでなければならないであろう。

今日の支配的な森林利用は，何といっても林業であるのだから，まず林業が地方産業の中で安定性を
もち，かつ，それ自体として，かなりの完結性をもちうる範囲一産地としての林業地域一一を画定す．
ることが望ましいと思う。われわれは，かって，1）比較的自然条件が似通った地帯を画して「生産圏｜
域｣，2)従事者の作業条件や技術を共通しうる「就労圏域｣，3)共同して市場対応のできる「流通・加工
圏域」を，それぞれ画定し，それらの各機能圏域が重畳する広がりを「林業経済圏」として設定する考
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え方を提案したことがある。④広島地域の報告の中にも，この作業結果が簡単に紹介されている。

ともあれ，地方林政が対象にする地域の広がりは，まず，森林利用に最も密接な関係をもつ林業の産

地形成を中心に分画されるべきであると考える。そのあとで，当該地域と関係の深い他産業や一般住民

のもとめる森林利用圏が調整される項目として取り上げられるべきであろう。さちに，最近では行政の

広域化と関連して，生活圏や行政圏の設定がすすめられているので，林業経済圏の設定にも，当然これ

らの圏域との関連も考慮する必要が出てくるに違いない。

（2）地方林政振興上の固有の課題をとらえておく必要がある

さきに述べたように，かつて有名林業地がもっていた特色が急速に失われようとしている。この平準

化傾向がより高い次元へ，より広い領域へ進展するためのワンステップであるならば，必要なことであ

るが，産地としての主体性を喪失し，たんに全体の部分に堕し去るのであるならば大いに反省すべきで

ある。九州から東北まで，無節材と絞丸太が目標となるような画一化は，地方林政確立上再検討すべき

テーマではあるまいか。

地方固有の振興目標は自然的，経済的，社会的な条件を総合的に分析検討し，関係者の諸目的を集約

調整することによって把えることができる。そのためには，地域の総合診断がまず必要になると思う。

われわれば，地域林業の振興課題をとらえるために，1）地域林業が日本林業の中で占める重要度（シ

ニアーの分析)，2）地域林業の地域社会の中で占める重要度（ウエイI､の分析)，3）地域林業の成熟度

段階（レベルの分析)，4）地域林業の進展度（テンポの分析)，5）地域林業構成要素の斉合性（バラン

スの分析)，という5つの視角から総合診断することを提案したことがある。これらの結果によって，

固有の課題が技術的，経済的，社会的諸分野に整理され，利害関係者に提示されることによって，地方

林政の方向として漸次固まっていくように目ざすことであろう。

（3）地方林政を振興する機構について検討しておく必要がある。

地方林政を振興する機織として，連載シリーズの報告者たちは，森林組合の機能に多くの期待をかけ

ている。そして竜山村のような「森林組合社会」の形成こそ，努力目標であるという提言もあった。し

かし，それで十分であろうか。

地域の森林と林業は，さまざまな主体によって利用され，経営されている。そして，それぞれの主体

の目的を総合的に達成することが地方林政の課題であるとするならば，彼らの合目的な行動を「組織す

る機能」と，諸目的，諸活動を「調整する機能」とが政策分野の中にもとめられてくる。森林組合や観

光協会などの活動は組織機能によって地方林政に参画し，主として自らLのグループの経済的な目的を達

成しようとしている。しかし，地方林政が一つのまとまりのある社会を単位に確立されるべきであると

いう前述の論旨からすれば，諸主体群や諸組織の意志を相互に関連調整し，地方社会の意志ないし目標

として設定する必要がでてくる。価値韮準が多元化しつつある現代社会では，このような意志決定を経

済活動を主軸にする森林組合にまかせきるわけにはいくまい。これこそ，地方林政における政治過程と

いうべきもので，この過程を担当する機構が，今日の地方林政に欠落しているものであり，地方自治の

中に地方林政を組みこんでいく新たな努力が要請される。

とくに，森林の公益機能の多くは市場経済の機構からはずされている公共財であるために，利害関係

者の意志が直接に政治過程にもちこまれ，直ちに制度化されてしまうケースが多くなるであろう。一部

のグループの暴走と独善をさけ，地域社会の幅広いコンセンサスをとりつけうる林政機構を作り出す工

夫こそ焦眉の課題ではあるまいか。

垂

一

《
》

1

(注）私見の開陳はいまだ試論の域を出ない「あらけずり」のものであり，ご牡削をまって補完したい

と思う。なお,地域区分,地域診断の方法については，紙野伸二外｢土地の林業的高度利用を目的とし

た林地の利用区分ならびに地域設定に関する調査研究」（昭46）を参照されたい。
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Iはしがき

森林の環境保全問題が大きくクローズアップされると

ともに，いくつかの国食で自由な森林施業を法的に規制

しようとする動きが強まってきた。アメリカ合衆国で

は，州議会などが,新しい施業規制法(ForestPractice

Act)を制定しはじめている。なかでも，オレゴン州の

1971年法とカリフォルニア州の1973年法はとくに注目

すべき立法であろう。

これから紹介しようとしているのは，この2つの法律

･である。一読してもらえばわかるように，両者はともに

以前の規制法とは比較にならないほどきびしいものだ。

しかも同じような性質の法律が，いずれ合衆国の各州に

ひろがるだろうといわれている。わが国も森林環境の保

全に関して似たような問題をかかえているだけに，無関

心ではいられまい。

林業会議は上述の目的がうまく達成できるように，州

を3つ以上の森林区に分け，各森林区に9人のメンバー

から成る委員会をおく。委員は自然資源の管理について

学識と経験をもっていること，メンバーの過半数はその

地域の住民であること，またメンバーの2/3以上は森林

生産を経常的に営む林地または林木の所有者ないしはそ

の代表であることを条件とする。委員は林業会議が任命

し，任期は3年(毎年1/3が交代)。地区委員会には州

の林業部の職員が事務局員として派遣される。なおこの

委員会は森林施業委員会(ForestPracticeCommittee)

と呼ばれ，地域にあった施業基準を林業会議に勧告する

のがおもな仕事である。

（3）森林施業の通告義務

施業を実行しようとする林地所有者または林木所有者

ないし事業者（以下所有者等と略記）は，その施業の種

類，所有者等の住所氏名，対象地域の法的制約事項およ

びその他必要な事項について，作業を開始する前に州の

森林官(StateForester)へ通告しなければならない。

森林官からは折りかえし，当該施業の実行に当たって遵

守すべき諸規則が所有者等に送付される。ただし事前の

許可をとる必要はない。

（4）違反の取扱い

森林官が違反を発見したとぎ，違反の性質と被害の状

況を明らかにした召換状を所有者等に送達し，被害の拡

大をさしとめるよう指示する。また可能であれば，一定

期間内での破損の修復，悪化した状態の修正を森林官の

権限において命ずることができる。この命令にもかかわ

らず，引きつづき違反が進んでいる場合，その施業全体

の中止が求められる。

（5）改善命令の不履行

所有者等が改善をおこたっているとき，森林官は修復

に要する費用額を推定し，その費用を負担するという所

有者等の同意を得て，森林官が直接修復を進めることが

一J

Ⅱ規制法のあらまし（オレゴン州の場合）

オレゴン州では，1941年以来,保全法(ConserVation

Act)をもとに森林施業の規制を行なってきた。ただし

それは，環境保全への配慮を欠き，伐採後の更新だけに

限定され，しかも強制力が弱い，といった批判が多かっ

た。そこで州の林業会議(StateBoaldofForestry)

は，環境や野生鳥獣などに関連する州の諸機関と林業・

林産業界の協力を得ながら，保全法にかわる新しい法律

を議会に提案し，1971年に成立をみた。おもな内容は
次のとおり。

（1）目的

森林の生みだす社会的経済的便益を持続的に高めるべ

く適切な森林施業を助長し，林地にかかわる各種の法律

や規則の調和のとれた円滑な適用をはかること。この目

的を達成するため，地域ごとの施業規則の作成と励行の

権限が州の林業会議に与えられた。

（2）森林区と地区委員会

＝
I

－ 7－



できる。この同意がなければ，林業会議に事の次第が報

告され，場合によっては，修復の強制執行，所有者等

の不動産・個人財産の差押えといった強い措置がとられ

る。

（6）異議の申立て

前記(4)(5)の森林官の指摘や命令に異議・不服があれ

ば，その影響を受ける所有者等は，林業会議に異議を申

し立てることができる。林業会議のメンバーによる上訴

委員会がこの訴えを聞き決定を下すことになるが，不服

があればさらに郡の巡回裁判所に審理を要求することも

できる。

（7）林業会議の任務

林業会議は，各森林区とその亜地区について，森林施

業の最低基準(minimumstandard)を確立し，森林

官の行政活動に要する諸規則を交付しなければならな

い。施業韮雌は,a)経済的に適した林地の造林,b)

林道の建設と維持bc)林木の収穫,d)林地への化学

物質の散布,e)林内残材の処理，について作成され

る。

（8）転用

以上の規則は，林地の他の用途への転用をさまたげる

ものではない。

（9）罰則

違反者は，軽犯罪者として250ドル以下の罰金または

60日以下の禁固（およびこの両者）に処せられる。

なおこの法律は連邦有林を含むすべての林地（その主

たる使用目的が林木の育成と収種である土地）の林業活

動（林木の育成・収穣・加工に関連した経済活動）に適

用される。

と,iii)採択できる樹種，および,iv)許容される更新

期間を規定すること,v)収種後の土壌の安定をばか．

ること，である。このうち基準が数字で示されているも

のもあるが，抽象的規定にとどまっているものが少な

くない。また一部のものは森林区を細分した亜地区ごと

にきめられている。

（2）林道の建設と維持

適切に設計・建設・維持される林道網は，雇用機会の，

創出や林産物の供給および適切な森林経営と森林保護

の手段として必須のものである。林道についての規剛

は，林道の建設と維持に伴って発生しがちな，森林生産

力の低下,水汚染,魚類･野生動物への悪影響をなるべく

押えるような最低基準を確立することである。具体的に

は，路網の配置場所，林道規格，林道工事，補修の4項

目に分けて詳しく錨Iが作られている。旧来この種の規

定は，おもに榊造上の安全性に関するものであったが，

環境保全の観点から設計．､工事・補修の各段階での規制｜

が数多く加えられることになった。

たとえば，自然の地形を大きく変えないこと，危険な

場所をさけること，流水への悪影響をさけるために，河

川の横断を制限し，河川と林道との間に緩衝帯を設ける

こと，必要以上に重複したり幅員の広い林道はつけない．

こと，さらに工事の段階では，余った土石の処理(堆積

場所の条件，堆秋物を安定化させるための処理)，河川I

敷での機械利用の制限，工事期間などがはいっている。

（3）林木の収髄

林木の収種は森林経営の不可分の部分をなしている．

が，伐出作業は一時的にせよ森林環境を撹乱するであろ

う。林地生産力を維持し，表層土壌や廃棄物の河川への′

流入を最小限度にとどめ，同時に魚類・野生動物を保護

するような基準が作成されなければならない。具体的な・

内容は地域によってやや異なっているものの，おおむね、

次のような項目がとられている。

集材のための土場や作業道の設置可能な場所とそれに

必要な付帯施設，水の汚濁防止・野生動物保護・景観保

持のための伐採場所の制限，更新への配慮，伐倒造材面

での留意事項，集材方式とくにトラクター集材の制限，

河川を空中樅断する集材の禁止，廃材の除去，侵食しや

すい場所の保全措置など。

（4）化学物質の散布

除草剤，殺虫剤，肥料などの化学物質は林木の成長と

収種にとって重要なものであるが，その取扱い，貯蔵，

適用については公衆術生と水生動物の生息をそこなわな・

いようにしなければならぬ。具体的には，容器からの漏

出防止措腫，調合場所，空中散布のヘリポートの場所，

L

一
】

一
Ⅵ
』

Ⅲ施業基準の内容

さて，いよいよ施業基準の中味にはいってゆくことに

する。オレゴン州では，東部，北西部，南西部の3つの

森林区を設け，それぞれに繩Iが作られている（ただし

化学物質の散布と林内残材の処理は各地区共通)｡それ

ゆえ規則の内容は詳しくみると地域によって若干異なっ

ているが，基本的な紬神と主要な規制事項はおおむね共

通しているので，その点にしぼって紹介することにした

い。

（1）造林

林木収種後の迅速な更新は，経済的に価値ある林木の

持続的成長と収稚を碓保するうえで非常に重要なことで

ある。造林についての施業基準のねらいは,i)造林の

適地指定の基礎として経済的適性の基準を定義するこ

と,ii)単位面職当たりに残されるべき林木の最低本数

、
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エロージョン防止の方法,f)特定地区の保全措置，

g)作業開始・終了の予定期日,h)その他要求される

情報，が記入されていなければならない。こうして作ら

れた伐採計画は，州の森林官の手で公衆の検閲に供せら

れると同時に，魚類と鳥獣の保護，水質管理，地域計画

などを担当する関係機関に送られる。かりに規則逆反の

計画であれば，州の森林官は，理由を明記したうえ，申

請者に計画書を返却し，作業の開始を中止させることに

なる。

林業技術士がかれの作成した計画と現実の作業との離

反を発見し，資源保全基準の達成を危うくしていると判

断したときは，このことを作業者および所有者に知らせ

なければならない。林業技術士の計画や報告における事

実の誤った記述は懲罰の対象となる。

さて事業が終了すると，所有者はその旨を森林官に報

告する。続いて現地検査が行なわれ，結果が満足なもの

でなければ，オレゴン州の法律でみたような，さまざま

な改善措置がとられることになる。もちろん上記の一連

の過程で，山林所有者等に事情説明の機会と異議申立て

の権利が与えられていることはいうまでもない。

次に跡地更新の問題がある。伐採後の立木本数密度に

ついての報告は，5年以内になされることになってお

り，報告のあった時点で現地検査が行なわれる。残すべ

き本数が少なかったり，不健全であったりすると，更新

のやりなおしが求められよう。

ところで伐採後の林木本数についてのカリフォルニア

州の基準は相当にきびしいといわれている。すなわち，

①胸高直径4インチ以下の健全で有用な林木を1，4～

12インチのそれを3，12インチ以上のそれを6と数え，

その合計点がエーカー当たり300点以上であること，②

伐採後における1インチ以上の残存林木の胸高断面秋合

計がエーカー当たり85平方フィート（地位Ⅱ以下では

50平方フィート）以上であること，この2つの条件の

いずれかが5年以内に達成されていなければならない。

さらに林業会綴は，生態学的な必要に応じて択伐や保護

林施業などを勧告することができ，またきわめて重要な

ことだが，同齢一斉林経営が行なわれる林地の「大き

さ」と「形」を規制できることになっている。

いずれにせよ，オレゴン州の規則が，エーカー当たり

の糀苗ないし稚樹本数（最低100～150本）だけになっ

ているのと比べれば，カリフォルニアのそれは林業経営

者にとってかなりきびしい基準といわねばなるまい。

残念ながら地域ごとの詳細な規則がまだでき上がって

いないために，そのほかの施業基準のきびしさは知る由

もない。法律の条文で読む限り，いま述べた州一本の更

坂水上の注意，水流との関係における散布場所の制限，

施用基準の遵守，容器の洗浄，使用日誌の義務づけ，莱

品事故の報告など力治まれる。

（5）林内残材の処理

末木枝条など残材の処理は，火災や病虫害の防止，更

新条件の整備，林地生産力の維持，野生動物の保誰のう

えからも必要である。このなかには，伐木造材・木材利

用の面での注意，枝条まきちらし．機械的処理・化学的

処理・焼却に伴う留意事項が含まれている。■

Ⅳきびしい要求（カリフォルニア州の場合）

カリフォルニア州は，自然保護の圧力がオレゴン州よ

りもはるかに強い。1973年に成立し，翌年の1月1日

から発効した施業規制法は合衆国のなかで最も包括的で

かつきびしいものだといわれている。この法律の前身で

ある1945年の規制法は，地区委員会のメンバー職成が

林業関係者に不当に偏っているとの理由で，1971年に

州の控訴院から違憲の判断を下された。その後州議会で

活発な論議をまきおこしたが，林業林産業界と大多数の

保全団体の共同で新しい法律が成立したのである。

カリフォルニア州の'73年法は，オレゴン州の'71年

法と共通点が多い。しかし，いくつかの基本的な違いも

目につく。

まず第1に，地区委員会（正式にはTechnicalAd-

visoryCommitteeという）のメンバー櫛成が大きくか

わり，9人の委員のうち，5人までが一般市民（ただし

学識と経験が必要）から選ばれ，残りの3人が林業関係

者，1人が牧畜関係者となっている。先にふれたよう

に，オレゴン州では2/3以上が林業関係者でなければな

らず，理論的には全員を独占することもできる（ただし

現在では2/3に押えているという)。さらに地区委員会

は州の行政諸機関との協議（オレゴン州の場合）のほ

か，連邦の出先機関，教育機関，市民団体および個人と

の協議が義務づけられている。いうならば市民参加の傾

向が一段と強い。

2番目の大きな違いは，すべての伐出作業が作業開始

に先だって認可を必要とすること，しかも専門の林業技

術士(Pr㎡essionalregisteredforester)が作成した

計画にしたがって実行さるべきことを規定している点で

ある（林業技術士の登録制度は1973年から発足してい

る)。

この計画書には,a)林木所有者の氏名・住所,b)

事業者の氏名・住所,c)作業予定地の概況（河川・谷

の配置，既存および新設予定の出材路，林地の地位別境

界),d)造林方法と伐出機械の種類,e)河川近辺の

く
へ

一
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新基準ですら，地域によってさらに強化される可能性が

あり，上記の規則はそれまでの噛定基準でしかないと明

記している。なお，カリフォルニアの'73年法は連邦有

林には適用されないことを付記しておく。

する要求はきわめて強いが，一方では立木価格（とくに

ダグラスファー）の急激な高騰を前に，国有林の標準伐

採鐙の大幅な引きあげ（成長の落ちた老齢林分の伐採）

と潜在的には高い生産力をもちながら不満足な状態にお

かれている私有林の改善を求める意見が，この数年来一

段と高まっている。森林に対する人々の態度は社会情勢

の変化とともに微妙に動き続けることであろう。

しかし，乱暴な森林作業による環境破壊はどんなこと

があっても許されない。森林政策の大筋としては，この

種の行為を法的に規制しながら，森林生産力の増強をめ

ざすことになると思う。最近，既往の調査研究の成果を

集約したうえで，皆伐作業などの環境インパクトが世上

で言われるほど大きくないことを明らかにした公式の報

告が大統領に提出されている。ただしこれは厳正な自然

保謹地区，重要な国土保全地区やレクリエーション地区

を除外し，通常の経済林だけを対象にした話であるが。

いうまでもなく，森林生産力の増強が要請されている

とすれば，所有者等の負担において一方的に規制を強め

るだけでは問題の解決にはならない。たしかに太平洋沿

岸諸州では森林のかなりの部分を経済力の強い企業など

が所有し，伐出なども経営規模の大きい業者の手で行な

われている。その限りで森林環境の保全は森林から利潤

を得る連中の当然の義務かもしれない。けれども，国有

林や会社有林のほかに，比較的小面識の森林所有者が数

多く存在する。彼らの多くは，金がない，技術がない，

関心がない，のないないづくしで，まともな森林施業を

実行していないのである。

この局面では，単なる規制ではなく，生産力を高める

ための基礎的な条件が政策的に準備されねばなるまい。

また西ドイツのプロッホマン教授がいうように，林業経

営の経済的基盤がゆらいでいるのであれば，森林の多目

的利用を要求するにしても，それに要する付加的費用は

補臘されねばならず，社会は森林の公益的なサービスに

対して饗用分担の責任を負うべきである。

実は，合衆国でも，1930年代以降，小私有林に対す

る多様な政策プ戸グラムが準備されてきた。今日なお連

邦や州，民間団体の段階で新しい援助プログラムが作成

されつつあることを無視してはなるまい。規制と助成が

いわば森林政策の両輪を形成しているのである。次の機

会にでも，助成政策の輪かくを紹介することにしたい。

（付記）小文を書くにあたって，合衆国南部林業試験場

のW.C.Siegel博士の論文一たとえばJ.Forestry

l974：208-211など－および博士から筆者に送ら

れた多数の資料を参考にした。記して感謝の意を表し

たい。

Vむすび

新しい施業規制法が現実の森林経営にどの程度の制約

になるかは，今後だんだん明らかになってくるであろ

う。筆者個人の感じからいえば，森林貸源にすこぶる恵

まれた2つの州でよくもこれだけの法俳ができたものだ

と感心する。わが国の保安林に対する施業規制よりも一

段ときびしいのではあるまいか。

もっとも，法律の条文というのは，些細なことでも，

いかめしく大げさに表現することがしばしばある。だか

らわれわれ素人が，条文だけを頼りに法律を読むと，き

びしいという印象を必要以上に強く受けるであろう。ま

た，ある専門家にいわせると，寅源利用に関する法律の

おもなねらいは，びしびし]反り締まることではなくて，

資源利用者の保全に対する意識や行動規準を全般的に引

きあげることだ，と主張する。事実，蟹明な森林利用

の実現は，帰するところ利用者1人ひとりのモラルにか

かっており，取締りだけで望ましい.資源利用が逮成でき

るとは思えない。

こうした理由で，規制法のきびしさをいたずらに強調

するのはさしひかえるべきであろう。ただ，森林施薬の

1つひとつが，林業以外の諸行政機関，市民団体や地域

住民によって絶えずチェックされるルールを碓立したと

いう点で，やはり画期的な立法といわねばならない。真

にきびしいものになるかどうかは，むしろ今後の運用の

仕方による。

施業基準を作るといっても，千差万別の森林であって

みれば，場所ごとに細かい基準を作るのは不可能であ

り，大部分はどうしても抽象的規定にとどまることにな

る。特定場所でのある施業が基準に合っているか否か

は，検査する者の判断に頼らざるをえない。地域別基準

は比較的簡単に改訂できることになっているから，問題

が生じたたびごとに地区委員会などで協議して，基準を

より明確にし，同時に経験的な「判例」を頼みあげてゆ

くことになろう。これが森林利用者の行動規準として定

着してゆくなら，規制法の目的は達成されたとみてよ

いo

もちろん，施業基準の作成には自然科学的な知識の蓄

積力擬いもなく重要な役割を果たすであろうが，そのと

きどきの社会的，経済的，政治的な諸要素にもかなり左

右される。げんにアメリカでも，森林環境を保全せよと

Ｆ
Ｂ

し

い一

《
〕

芯
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本格的なブナ林の開発は戦後の経済的発展とともに急

テンポにすすめられ，林道や索道など搬出技術の開発と

ともに大規模化，奥地化の方向をとってきた。そして天

然林から針葉樹人工林への転換が，いわゆる拡大造林政

策としてブナ林地柵においても秋極的に推進されてき

た。しかし近年にいたり，国際的にも国内的にも，林業

をとりまく諸条件が悪化し，林業経済の低迷，山村の労

力問題，さらに開発の奥地化などを背景として停滞的様

相を深めている。また経済の高度生長にともなうあまり

に急速な森林開発の歪みから環境保全の問題を生み，森

林のもつ各種の公益的機能を再認誠し，木材生産機能と

の調和をはからねばならぬという反省が強く打ち出され

ている。図－1の素材生産の変遷はよくこれらの動向を

反映しているとみられる。

わが国の森林資源にとって広葉樹は将来にわたりその

重要性は高く，とくに広葉樹優良大径材の生産の要望は

ますます高まるものと思われる。これまでのわが国の造

林技術は針葉樹偏重のきらいがあり，広莱樹林の施業の

技術的解明はすこぶる不十分である。日本の温帯（山地

帯)の代表樹種であり，広葉樹蓄秋の約15％を占めてい

るブナについても，その利用開発は古くからはじめられ

ているにもかかわらず，施業法や育成法の十分な確立は

みられていなかった。

ブナ天然林の施業法として戦前傘伐や択伐も行なわ

れ，昭和初期より天然更新法の基礎的調査研究がはじめ

られたが戦争によって中断され，本格的な坂組みは戦後

に残された。当初利用開発のすすんだブナ帯の下部地域

11111111011111111111

昭30354045
年次

図－1素材生産量の変遷（林業統計要覧）

は，当時の拡大造林政策によって，ほとんどスギ，カラ

マツ，トドマツなどの人工林転換の対象地とされてきた

が，上部ブナ帯に開発がおよぷにつれ，寒冷，多雪の悪

環境による造林不成績が目立ち，奥地化による経営条件

の悪化もからんで拡大造林は停滞し，あらためて天然林

施業法の確立が急がれている。

われわれの国立林試においては本場，木曽分場東北

支場の研究グループによって，すでに10年来，亜高山

帯の針葉樹天然林や山地帯のブナ天然林における更新法

の研究が進められ，その成果にもとづく多くの報告を行

なってきている。国有林においても，その新たな森林施

業の展|淵のなかで中心ともなるブナ林施業法の体系化に

努力を亜ねている。これらによってブナ林の天然更新施

業の基本的問題についてかなり明らかにすることがで

きた。しかしなお実際の施業への適用にあたっては多く

の問題も残っている。昨年6月函館から大阪までの7営

林局管内のブナ施業地について，施業法の現地検討を林

試および局の施業担当者の参加を得て，約2週間にわた

りキャラバン方式によって行ない，施業実行上の問題点

の整理を行なったのも，研究と現場との橘わたしの意味

できわめて有意義であった。

ここではこれまで林試のブナ林研究グループによる成

果を中心にブナ林の更新法を述べてみよう。

＝_

◆

日本のブナ林
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いうまでもなくブナ林は気候的極相とし

て，種は地域によって違うが，北半球の海

洋的気候下にある温滞に広く分布する。

日本の温帯（山地帯）林もブナ林に代表

され，ブナの蓄穣は約1億4,000万m3(昭

和45年）に達している。日本の森林帯の

構造は温度による気候帯の変化だけでな

く，列島の脊稜山脈によってもたらされる

冬季の穣雪の違いによる表日本，裏日本の

気候型の遠いにも大きく影響されている。

山地帯のブナ林も表日本，裏日本において

かなり生態的特徴が異なる。冬季乾燥する

表日本側ではブナ林は山腹の平衡斜面を中

心に分布するが，渓流沿いや凹地形の山腹

下部などにはシオジ林，サワグルミ，トチ

ノキ林が’尾根や急峻な奈価ではツガ林や

ヒノキ林などが広く分布している。これに

一

ｰ

ブナ天然更新苗場山試験地の全景

(上木伐採率別および地床処理方法別の更新成績を
調査している）

対して裏日本のブナ林は極端な乾，湿地を除けば，山地

では圧倒的に広い領域を占め，尾根筋のヒメコマツやネ

ズコ林や沢沿いのトチノキ，サワグルミ林，ハルニレ，

ヤチダモの林などの地形的極相林はごく局部に限られて

分布するにすぎない。ブナ林の種類組成も表，裏で違っ

ており，イヌプナやウラジロモミなどの混生は表日本ブ

ナ林の特徴で，ほとんど純林状となる裏日本ブナ林と相

識的にも違っている。林床のササの存在は日本のブナ林

の大きな特徴であるが,表日本でのスズタケ,ミヤコザサ

などのササ林床に比べて，裏日本のチシマザサ，チマキ

ザサの林床は分布も広く，密度も高く，施業上の大敵と

なっている。また林床の常緑の小低木，エゾユズリハ，

ヒメモチ，ユキツバキなどの存在も，多雪環境下の裏日

本のブナ林の特徴莚示している。

このように狭い日本の山地滞のおなじブナ林でも，気

候的特徴の違いに応じて，組成や広がり方が違ってお

り，森林施業のあり方も異なってくる。一般に表日本型

のブナ林では針葉樹の人工植栽の可能地が広いが，裏日

本型のブナ林では多雪環境や土じよう環境が針葉樹人工

林化を容易にゆるさない。ブナの天然林施業が問題とな

るのはもっぱら裏日本ブナ帯であり，以下これにしぼっ

て更新法を検討しよう。

1)前生稚樹と後生稚樹

過去にいろいろな形で手の入っている林は別として，

一般的にみると原生的なブナ天然林では，林内の前生稚

樹は本数，出現頻度ともにきわめて貧弱なのが普通であ

る。結実年の翌年には稚樹の発生は多くみられるが，こ

のような1年生稚樹も大半が1年以内に枯死し，数年後

にはそのほとんどが消失するという経過をくり返してい

る。この点おなじ天然更新でも亜高山帯の針葉樹林の場

合と全く違うところである。亜高山の針葉樹林ではその

林床型としてもっとも広く出現するコケ型林床が，もっ

ともよく前生稚樹を発生させ定着させている。したがっ

て，亜高山針葉樹林の更新では，その前生糀樹にたよっ

て，それ塞枯損させず成長を促す作業が天然更新のカギ

となるといってよい。

しかし手の入っていないブナ天然林ではもともと前生

稚樹が少なく，これにたよることは特別な場合をのぞい

ては不可能である。過去に大面稜に皆伐を行なった跡地

では残存する稚樹はきわめて少なく，しかも母樹がない

ため新たな後継稚樹の出現は望めず，更新失敗地となっ

ているところがほとんどである。伐採跡地で更新に成功

しているところは,その履歴を克明に追跡すると,更新を

意識したわけではないが，過去に抜，き伐りが行なわれた

場所であることが普通である。製炭跡地などはそのもっ

ともよ、､例であり，戦時用材の択伐跡地などにもその例

をみる。製炭の場合，普通小面積ずつ伐採し，しかも割

れにくい形質の悪いものが残されて母樹の役目を果た

し，林内の小径木や低木，ササは燃材として刈り払われ

《
》

Q

ブナ天然更新施業の指針

これまでの天然林や伐採跡地，更新試験地などでの調

査成果をまとめると，基本的にはブナの天然更新の成否

{は前生稚樹にたよらず，適正な母樹を保残し，地床処理

を十分行なうことにかかっているといってよい。
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るということで，理想的な更新作業が自然に行

なわれていたといえよう。したがってこのよう

な前生稚樹力鐙富で，それにたよって皆伐によ，5
mF

る更新が可能である林はごく一部にすぎぬこと当

鑿駕麓震驚譲鑿鰹蕊撚]，
施業の入るプﾅ天然林では皆伐によって更新が霞
確実に行なわれるところはきわめて少ないこと数

5

を前提として施業体系を考える必要がある。ま

た漸伐などによって前生糀樹を発生させること

も，伐採作業の複雑さ，ササなどの雑木草の存

在などを考えると，現在の施業の実情からして

大へん困難であろう。したがって伐採時に母樹

を適正に－定期間保残して後生稚樹を十分に確

保する施業方法を韮本とすべきであろう。

2)母樹の保残

後生稚樹が更新面にまんべんなく，十分に確保される

ためには，まず母樹の残し方が問題となる。

アカマツなどのタネの飛散のし方に比べると，ブナの

タネはあまり飛ばない。蔚場山試験地での調査例（並

作’1969年)では図－2のとおりで樹冠外5In程度をす

ぎると飛散堂は急激に減少する。結実量による変動や母

樹による違いも大きいが，これ以外の調査資料などあわ

せて安全度もみると，並作年のタネの有効飛散範囲は樹

冠外5mとみてよいようである。

樹冠直径は胸商直径と密接に関係しているから，母樹

の胸高直径から樹冠直径が，さらにタネの有効飛散範囲

が推定される。それから更新面を十分カバーするに足る

母樹本数が算出される。図－3は最低残すべき母樹本数

を胸高直径との関係で表わしている。もちろん豊作年で

は並作年よりも有効飛散範囲は広くなり，母樹本数は少

なくなるが，更新の安全を考えれば並作年のタネにも期

待することが必要であるので,並作年を基準とした図－3

の本数を保残母樹木数とすることが望ましい。

母樹の配避は必要愈のタネが更新面のどの部分にも供

給されることを原則として決定するわけであるから，点．

状でも滞状でも群状でもよい。しかし帯状や群状の場合

は保残母樹数は点状より多くなる。また保残帯が広くな

ると帯の内部では稚樹の下種更新がうまくゆかないので

保残帯は狭くするか’ある程度の抜き伐りを行なうこと

が必要である。またブナは亜高山の針葉樹などに比べ，

孤立させても立枯れ’風倒にかなり強いけれども更新期

間中に被害をうけることも当然考えられる。施業地の立

地に応じて’､母樹の本数，配置の決定は+分安全をみる

ことが肝心である。
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図－3胸簡直径と最低残すべき母樹本数（前田）

残すべき母樹の形質はしたがって健全で形質優良なも

のが望ましく’老齢のブナ天然林では径級50cm以上を

残すようにしたい。径級の細いものは樹冠が貧弱であ

り，結実蛍が急に少なくなるとともに耐久力も弱い。

発生し定蒲した雅樹の生長を考えると，母樹をいつま

でも保残せず，更新のメドが確実につけば除去する必要

がある。母樹の利用収謹はその数が少なく，しかも形質

が悪い場合には採算にあわぬ場合もあろうが，前述のよ

うに形質も優良な大径木が十分本数選定されておれば収

種対象と考えることができよう。もちろん母樹の保残の

第1の目的は更新の確保にあるので，あまり後の収穫上

の問題を考えて．母樹の残し方を左右することには問題が

ある。

更新は1回だけの豊作年に期待するのでなく，何回か

の並作年の下種に期待すべきであるので，母樹の保残期

間は少なくも10年程度必要であろうと予想している。

ブナのタネの豊凶には周期性がある。過去の資料や試

一

÷
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験地での調査をあわせると，1915年より1974年まで約

60年間の結実経過をたどることができた。この60年間

の豊作の間断年数をみると，4年目が1回，5年目およ

び6年目がそれぞれ2回，7年目が3回，8年目が1回

ということになる。タネの豊凶は地方により多少の周期

のズレがあり，以上の資料には各地の盗料がまざってい

るので，多少不正確になろうが，ブナの豊作年はおおよ

そ7年ごとぐらいに現われている。またその間，並作年

が隔年ごとにでている。

したがって母樹の保弾WI間を10年とすると,1～2回

の豊作年と数回の並作年を含むことになり，地床処理な

どが行なわれるならば更新に必要な稚樹の確保は十分果

たされると思われる。

なお母樹の保残に関係した問題として中小径木の保残

の問題がある。最近の更新施業地においてはブナを含め

た中小径木を伐り残すことが指示されているようであ

る。しかし一般にはブナ林内にはブナはもちろん他の有

用樹種の中小径木は少なく，しかもあるものの形質は被

圧や雪害などできわめて悪くなっているものが多い。施

業の現地ではきわめて画一的にこのような不良中小径木

を残しているところが多い。ブナはもちろん有用樹種で

将来用材としての生長期待ができるものを保残するのは

当然であるが，不良なものを残すことは，ブナ稚樹の発

生，生長にマイナスである。

3)地床処理

更新施業上不可欠なのは地床処理であり，その基本は

林床植生の刈払いである。その程度，時期回数などはそ

れぞれの更諦也の条件によって違うとしても，上木伐採

前の更新準備の地栫えを第1回として，その後2回以上

の下刈りと計3回程度を結実年にあわせて行なうことが

最低必要であろう。

三一戸シバにおける調氷の天然更新に比べ，日本の天

然更新施業がうまくゆかぬ最大の原因は，ササをはじめ

とした林床植生の繁茂の激しさにあると考えられる。日

本のブナの天然更新は伐り方麓考え，母樹を残すだけで

はできない，刈払いをともなうのだということを前提と

してブナ林施業に]反り組む必要がある。

しかし2回なり3回なりの刈払いは施業の上で相当な

作業量であり，その省力化は重要な課題である。ササの

除去に使用される除草剤（塩素酸ソーダ）は周到な配慮

のもとで地栫え段階であれば利用もできるが，稚幼樹は

被害をうけ枯死するので,下刈段階には使用できない。

またブナ帯でもっとも広く分布するチマキザサは他のサ

サに比べ再生力が強いこと，塩素酸ソーダの効かぬ低木

類の繁茂もブナ林では激しいことなど，除草剤使用にも

問題が多い。

地床処理として地表のかき起しが行なわれることがあ

るが，苗場山試験地などでは経費に見あうほどの効果は

なく，基本は刈払いといってよい。刈払いによって稚樹

の先端が刈られたり，稚樹が露出して野兎の害をうけや

すくなったりするが，ブナ稚樹は萌芽力が強いので枯死

するものが出ても，多くは再生する。各地に造林地で下

刈りが終わった時期から一斉にブナの萌芽がのび出した

事例がみられる。

おわりに

以上ごく概略であったが，林試におけるブナ林更新研

究グループの最近の成果の一端を紹介した。ブナ天然林

の施業の歴史は古いが，その砿実な更新法となるとやっ

とその基本が明らかにされた段階である。

更新地における揃植や保育の問題も今後もっと具体的

に考えるべきである。また過去においての天然更新失敗

地や人工造林不成纐也もブナ帯には広く残されている。

これらの改良は新たな開発以上に重要な問題ともいえ

る。豪雪地帯の新潟県松之山や津南地方でのブナ植栽林

の生長などからみて，豪雪地帯の造林樹種としてもつと

ブナの植栽を考える必要があると思われる。

ブナの天然更新の原則を実際の施業に定蓋させるには

まだまだ問題が多い。経営上の問題もさることながら，

皆伐人工林施業になれた技術陣が天然更新施業をのみこ

んで実行するには多くの試行錯誤の段階を経ねばならぬ

であろう。しかし受け身でなく稜極的な意味でブナ林施

業を進めてゆくことが望まれる。
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事‘》とともに，特徴ある作用性の理解と適正な使用に少

しでも役立てば幸いである。

報告の内容は広島，島根，鳥取の3県で行なった適用

性の検討と林試で行なった基礎試験からなっているが，

広島県は県普及係，各農林事務所と，島根県は農林改良

普及所と造林公社と，鳥取県は県普及係と協力して試験

を実施したものである。

試験地の概要

表－1に試験地概要を，図－1に試験地（赤沼を除く）

の位置を示した。赤沼はクズのため桑園が放棄された場

所で，鳥取（国府）は同じ状態の梨園跡で行なっている

が，その他は造林地である。島根（大東）はクズの繁茂

がはげしく，赤沼，鳥取（国府）同様歩行困難な状態で

あった。島根（益田）は6月中旬に刈払いを行ない，つ

るが1.0～1.5mに再生した7月に設定した。

薬剤散布時のクズの層高は，赤沼，鳥坂1.5～1.7m,

その他は0.5～1.4mで，平均して1.0mのところが多

新しい除草剤による

クズの防除

＆

真
石
入
二
田

部
井
口
見
村

辰夫(林試）

邦作(林試）

誠（広島林試）

鎌次郎(島根林試）

輝夫(鳥取林試）

へ

この報告はテトラピオン(TFP)とDPA

混合剤によるクズの防除試験をとりまとめ

たものである。

テトラピオン*,DPA**はイネ科雑草に

卓効があることが知られ，すでに農薬登録

され一般に使用されている除草剤である。

この混合剤をクズの茎菜に処理すると特徴

ある現象がみられ，従来の除草剤とは異な

り，クズを抑制的に防除できることが知ら

れて以来，新しいクズ対象の除草剤として

注目を集めているものである。

昨年農薬登録***されたため，本年は使

用する林家も多くなるものと思われるが，

本報告が既往の報告'〕2)3》および紹介記

斜杢

図－1試験地の位置

表－1試験地の概要
－

場所

－

除草剤(成分％)|散布蛍hal面横｜散布日｜樹種 需
鍵

試験地

100k325r
50,,001::～

林
赤
試
沼

TFP(3)DPA(9)
TFP(2)DPA(5)

2 8/9，29

１
４
ギ
キノ

ス
ヒ

広島 TFP(2)DPA(5)5 100 1,0006/お～7/19 ５
５
Ｆ
一
－

３
当根

取
島
鳥

TFP(2)DPA(517 100 1,0006/23～7/11 スギ

TFP(3)DPA(9)
TFP(2)DPA(5) |,:M

9/路
7/17，8/25

6
スギ

200
5～6

＊「フレノック」＊＊「ダウポン」＊*＊「クズノック」
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い。クズの下層植生はネザサ，チマキザサなどのササ類

と低木，広葉草本，ススキの混生地に大別される。

供試薬剤は赤沼の一部，鳥坂（国府）はテトラピオン

(3%),DPA(9%)のものを使用し，それ以外はそ

れぞれ2％，5％*のものを散布したo

散布量はha当たり100kgを韮準にしているが，赤沼

では2％，5％のものを50kg,鳥坂（青谷）では150

kg,鳥取（国府)では3%,9%を50kg散布したとこ

ろもある。

散布時期は6月下旬～7月が中心になっているが，8

月と9月（1例のみ）も実施している。赤沼では露のあ

る早朝散布を行なっている。

散布後の降雨は広島（庄原）で散布2時間後雷雨，翌

日38mm,(三次）で3,20時間後雷雨，島根（大田）

は散布当日41mm,翌日23Innlになっており，散布当

日の小雨は広島（加計)，島根（三力屋)，鳥取（背谷，

8/25）である。散布は手まきによる茎葉処理で造林木に

もかけている｡

試験結果

1．散布当年の効果

一般的な傾向として，散布後10日前後でつるの伸長

が停止し，1か月も経過すると先端の硬化と枯死が目立

ってくる。展開葉に対しては徐為にしか効果を現わさな

く，落葉期まで残存するものが多い。しかし，葉が肥厚

する現象は比較的早く現われるため，つる先端の枯死と

ともに翌年の効果を予測できる。新しい葉の形成とつる

の出芽伸長がないため，葉層は次第に低くなってくる。

表－2，図－2，3に散布当年の効果を示している。広島

でも各試験地とも抑制効果が認められており,つる,葉の

一部枯死があり,対照区に比べ，クズの層商が1/2~2/3

になっている。

葉量の減少効果は散布時期の早いとき（クズの繁茂の

少ないとき)，早朝散布の場合に商かつた。降雨による

影響は広島（三次)，島根（三力屋)，鳥]反（青谷）の成

501,000
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０
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処理対照

図－2散布当年の効果（赤沼）
注）散布8．9調査10.13
つるは当年生のみ

散布はTFP(2)DPA(5)100kg/ha

１
－

400r

300卜

~司

生
重
（
証
）

2001一

：
つ
る

100ト

《
】

‘|昌彦
l2L型型L型k;ho下刈り放置
7月散布8月散布

図－3散布当年の効果（鳥取一青谷）

注）調査,0月下刈り7月

TFP(2)DPA(5)を使用

縦により，大雨でない限り影響は少ないものと考

えられる。この原因は①一般にクズの葉は幾層に

も展開している，②葉が湿っている状態では体内へ

の薬剤吸収が早められる，③植物体内を移行する性

質をもつ除草剤であることによるものと思われる。

島根県における試験では当年のクズの要下刈率が

0～30％になっているが，遅効性であるため当年の

》

表－2散布当年の効果 (島根）

株当たりつるの長さ2）

散布区対照区

4.6m_m

5．49．5

8．416．6

6．516．5

㎡当たりつるの長さ1）

散布区対照区

24.5m29.3m

11．823．8

5．813．8

8．0

つる
枯死率

試験地

29.3m

23.8

13.8

18％

33

9

29

ｍ

６
４
４
５

●
●
●
●

４
５
８
６

江
田
本
田

松
大
川
益

注）1．木質化したものを含む2．当年生の生つるのみ

散布はTFP(2)DPA(5)100kg/ha,調査10月

＊市販のものは2％，5％である。
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図－4．1散布翌年のクズ（処理区）

注）○島根×広島③鳥取
△赤沼◎広島(TFP(3)DPA(9)50kg/ha)
調査6～7月

下刈りの評価は，散布時のクズの繁茂状況，散布時期，

莱量の減少程度，造林木の高さ.,他の植生の状態などに

よって左右される。造林木に巻きつく以前で被害のない

I時期に散布し，クズをマルチ状に抑制できれば，他の植

生の繁茂を抑えるため最も望ましい使用法であるが，あ

まり効果がありすぎてクズの減少が目立つと，下層植生

’の繁殖がマイナス要因となろう。

木質化したつるも降霜以降の気温の低下とともに枯死

が進行する現象がみられ，当年生の柔らかいつるだけで

なく，古いつるにも効果のおよぶことが確認された。

2．散布翌年の効果

図－4．1，2に調査結果を示した｡特徴ある現象として，

‘①つるの発生，伸長を抑制するが，顕著な場合は米粒

大の芽が数個集まった形で生長停止している，②つる

が延びても生長停止しているものが多い，③葉の展開

9

つる，葉生重(mF)

図－4．2散布翌年のクズ（対照区）

注）◎島根（大東，益田一処理区）
②広島（庄原一処理区）－し
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節間長

散布翌年の葉柄長と節間長(広島．島根）
注）○処理●対照◎処理したが効果が
ないところ（庄原）
各試験の平均値で示す。

図－6

(散布翌年）表－3株からのつるの発生と伸長＝

注）散布ばTEP(2)D

PA(5)100kg/ha
つるの長さ(m)

試験地嫌蓋赫睦)0"下…,,,~2.02.1~3.03.1~“調査雛数
島根5915037612810282/400㎡

（％）（1.8）（32.2）（17.7）（13.1）（21.6）（9.9）（3.5）

烏取08531264285/200"

（％）（9.4）（62.3）（14.1）（7.0）（4.7）（2.4）

10

(3.5）

2

(2.4）

61

(21.6）

6

（7.0）

28

(9.9）

4

(4.7）

37

(13.1）

12

(14.1）

91

(32.2）

8

（9.4）

50

(17.7）

53

(62.3）

5

(1.8）

0

●

を除けば，面績比率で島根（大東）は20％，島根（三

力屋）は13％で，その他はその必要はなかった。島根

（大東）はクズの再生塾が多くなったが，この原因とし

て繁茂がはげしく薬量不足か，散布の困難さによるマキ

ムラではないかと考えられる。試験結果から散布時期は

翌年の効果に大きい影響はないものとみられる。試験全

体としては良好な成続が得られ，場所の違い，試験規模

が少なくなっている，④葉が小形となり，節間が短く

なる（図－6)，⑤株を枯殺する効果は小さい（表－3）

ことがあげられる。広島ではつるの発生が]n2当たり処

理区1.0～3.7本に対し，対照区は12.7～58.0本であっ

た。

クズのみで下刈りの必要なところは，散布後の降雨に

よる影響で効果が劣ったものと考えられる広島（庄原）
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表－43年目の効果（鳥取．㎡当たり） い条件で行なったことになる。

茎葉が湿った状態で散布した場

合は，茎葉の一部が褐変したも

のが30％弱みられたが，スギ，

ヒノキとも回復が早く，生長に

は影響しなかった。

以上のことから薬害について．

も安全性の高い除草剤に属する､

葉層の高さ

除草剤平均、最高、

HI;|;0kg/h｡06】2
〃 1000．71．3

対照1．11．5

注）散布47年9月25日，調査49年6月

ｍ

る
さ
つ
長

一
割

｜
塗
一
計

生

つる葉

つ
本

0.6

0.7

1.1

15.‘5

9.5

17.7

10.5

4,9

18.1

167.5

132.5

202.5

245.0

210.0

317.5

412.5

342.5

520.0

を考えると安定性の高い除草剤ということができよう。

早朝，茎葉に露のある時，減量散布した場合（赤沼）で

もかなりの効果がみられた。これは薬剤の良好な付蓋の

ためと考えられ，散布当年の効果も促進された。

以上の結果からクズのみを考えれば十分下刈りの効果

は期待できるが，クズ専用の除草剤であるため，植生交

替による他の雑草木の下刈りの必要性が生ずる場合もあ

ることを考えておかねばならない。

ススキ，ササ類に対しては，テトラピオン,DPAと

も効果のある除草剤であるため，一部の試験地では若干

抑制効果がみられた。ススキ，ササ類に対してはこの散

布量では若干薬没が不足気味であるが，今後の研究次第

でクズ・ススキ，クズ・ササ類の混生地では同時抑制の

使用法が十分可能であろう。

3．3年目の効果

前述のように株は枯死しにくいため，クズの生長が徐

に々回復してくる。表－4は3年目の調査結果でほぼ回

復に近い状態になっている。このため3年目の効果を期

待することは無理と判断され，クズは周辺からの侵入が

著しいことを考え，完全な枯殺には株処理を併用しなけ

ればならないだろう。ただ完全枯殺まで行なう方法と，

2年ごとの散布で抑制とあわせて他の雑草を少しでも抑

えてゆく方法と，どちらを選ぶかは現地の事情と経営方

針で選択すべき問題になる。

薬害

造林木の生長には影響しないが，葉先が黄褐変するも

のが若干みられた。島根で散布当年に,微害率10～24％

の範囲で3試験地，翌年5～29％の範囲で4試験地とな

っている。広島はヒノキにはなく，スギに同様の症状が

でている。これは厳密にいえば薬害であるが，造林木の

生長には影瀞しないため無視できるものではなかろう

か。

一方，赤沼で苗畑において厳密な薬害試験を実施した

が，その結果が表－5である。散布後長期間降雨がな

く，200～250メッシュの粉剤に近い粒度のものを使用

し，ていねいに処理したため，薬害試験としてはきびし

表－5薬害試験結果 (赤沼）

数率
誕
犯
妬
妬
銘
妬

供害
影
４
３
６

●

●
●

９
０
０
５
２
０

微
２
２

径

量
直
ｍ
４
５
７
９
６
２

元
ｍ
５
６
５
ａ
ａ
ａ

長
根高
ｍ
９
７
２
２
５
２

生
ｃ
Ｌ
Ｌ
Ｑ
６
了
６

｜
樹
４
４
３
２
２
２

嘩
湿
乾
撫
湿
乾
撫

種
ギ
キ

｜
樹
ス
ロ

！

樹高
Cnl

根元直径
InIn

《
）湿｜

乾

対照

湿

乾

対照

41.9

41.7

39.2

26.2

275

26.2

5.4

6.5

5.7

3.9

3.6

3.2

29．4

0

0

25．3

2．6

0

注）2年生苗を使用（処理時スギ66～83cm,ヒノキ
50～59cm)

湿は茎葉をぬらして処理

乾は茎葉が乾燥状態で処理

生長期間6月25日～9月29日，処理7月4日

散布量はTFPI2)DPA(5)100kg/ha

と考えられる。

その他

散布当年よりも翌年に顕著な効果がみられるため，除

草剤が土壌中に長く残留するものと思われがちである・

が，除草剤の性質，散布逓からいって長期に残留するこ

とはない。効果の発現はクズに吸収されたテトラピオン．

の影響によるもので，ササに処理した場合にも数年タケ

ノコの発生を抑制する同じ現象がみられるOまた殺草性

の機織については，特異な作用性をもっているため興味

がもたれているが，はっきりした解明はまだされていな

い。ただ処理によって対照区に比べ，クズの葉，つるに

澱粉が異常に蓄積する現象が確認（赤沼）されている。

毒性，取扱上の注意事項は参考文献3）を参照していた

だきたい。

この試験を実行するにあたり，ブレノック研究会から

薬剤の提供をうけ，赤沼の一部試験に山田隆保氏も参加

されたことを感謝したい。またこの試験のほか，水俣，

福山，千葉，中之条の各営林署’静岡，徳島県林試でも

試験（林業薬剤協会試験）が実施され’効果の高いこと

が確認されていることも付記しておきたい。

（参考文献はP37'､>

一

己

一

K
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I
(420ha)の各種実験の一環として実施した。

(2)立地

標高：1,350～1,550m

地形：傾斜方位SE数本の鈍頂な尾根とこれに続く

山腹斜面および沢沿いの平担地からなる。全般

に緩傾斜地に富む。基岩石英斑岩

土壌型:Pw(i)I,n,m,BD,BE,G

(3)森林の状態

ﾋﾉｷ天然林林齢鍜:菊年
蓄積：ヘクタール当たり420m3

樹種：ヒノキ60％，ウラジ戸モミ25％，ヒメコマツ

14％，その他N1%,林床はチマキザサ密生

(4)実施年度

昭和43年伐採前除草剤散布

44～45年伐採

45～46年人工植栽地地ごしらえ

46～47年〃植付

(5)作業種の区分

土壌型に応じ作業種は，皆伐(BD,BE),漸伐(Pw(i)

1,n),皆伐母樹法(G)を原則として区分した。た

だし作業種別の伐採，集材，造林などの作業の容易性

を考慮して隣接土壌型の部分を抱括した場合がある。
(6)作業種別面蔽蓄積，伐採量，保残量（図－1参照）

ヨ
はちだふ象お

原田文夫
(長野営林局計画課）

凸
一
一 はじめに

掌状作業法を試みたのは木曽谷準平原地帯のせき悪土

壌の分布するヒノキ天然林である。この地帯の多くは尾

根筋から中腹部にかけ湿性ポドゾル鉄型の土壌(Pw(i))

が分布し,下部沢筋はBE,この上部はBD型土壌となっ

ている林地が多い。この土壌型分布が更新方法を選択す

る組合せにもつながる。すなわち上部湿性ポドゾルの強

く現われている区域は，人工植栽による生育が不良であ

り，反面天然更新の可能性があり，また雨堂強度の大き

も､ことなどによる林地保全の観点などから，森林状態の

持続をはかるため天然更新作業法をとる。下部の比較的

土壌の良好な林地は人工植栽とする。

このようにこの地帯の小団地における土域型分布を考

慮し作業種を組み合わせる作業法として錐状作業法を試

‘みたものである。

掌状作業法はかつて九州大学北海道演習林の広葉樹林

で実施されている。森林の持続をはかりつつ天然更新を

はかる上部に対し，下部から中腹部沢沿いに実施する皆
てのひら

伐一人工植栽の区画，形状が掌状となることから，こ

の名称が与えられたものである。

国有林の各作業地においても類似形態ができている

が，今回紹介する木曽谷の王滝営林署三浦国有林で実行

した掌状作業法はヒノキ天然林を対象とし，組合せ作業

法として計画し実施したものである。

天然更新の作業種にも相違があるが一応｢蟻状作業法」

の名称をつけたものである。

1．実施林分の概要

‘(1)場所

長野県木曽郡（通称木曽谷）王滝村

王滝営林署管内三浦国有林631林班

木曽谷湿性ポドゾル等せき悪土壌地帯の更新方法を

究明するため昭和41年に設定した「三浦実験林」

－

’
面積｜
－

,6.鍔’

備考

100％伐
採

｜
’

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
■
〃
■
ｂ
■
Ⅱ
‐

種
伐

業作
皆

蓄穣

In3

7．747

伐採量
－

，19

7，747

３

塁
塁
ｍ
Ｏ

残保

〃

（風倒被（4.33）（2,219）（2,219）
害地）

潮伐』22］5,55012,43213,1181伐鰯
皆伐母樹2“96‘8261】421＆％法

F全

ひ

計|3060114,2651~r1,00513,260厘蚕あ

2．各1鐸法の組合せ

上部Pw(i)1,Ⅱ型は漸伐作請去とし，下部沢沿いの

グライ(G)土壌については皆伐母樹法とした。この中
間BE,BD型が掌状となる皆伐である。

漸伐作業法はヒノキの生理生態的な問題と林地の保全

性，風害などを考慮し採用したものである。更新上は択

伐あるいは帯状皆伐に比較し利点が大きいと判断をし
た◎

従来ヒノキ天然林の更新方法としてば，択伐作業法が

多く実行されてきている。しかしヒノキの更新の条件と

しての照度不足は，ササ処理の不徹底が加わり多くの不

古
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In3とするようにした。伐採率はお

よそ“％となる。

架線集材を前提として地形条件，

保残木の配置を考慮して魚骨状伐採

とした。図－2参照

この方法は対象林分の全般にほぼ

均等に保残木を置くこと，主伐時の

搬出を容易ならしめかつ稚樹損傷を

少なくすることを考臘したものであ

る。この伐採方式はヒノキ天然林で．

は初めての試みである。

収穫調査にあたっては，あらかじ

め架線位澄を林内に標示し，この幹

線伐開幅を樹幹間10m(樹冠間4～

8m),引出し柵樹幹間3mこの職

の保残帯5mを原則とする魚骨状

伐採として伐採木，保残木を区分し

た◎

法
一
法

採
一
地

1

｛
］

100200m
lpQ

O
THⅡ

図－1蟻状作業法組合せ図

成績林分を残しているoより林冠の疎開

を図る必要性から漸伐をとり，受光伐と

して林内照度を30%以上とし，さらに

ササ処理を十分に実行することにした。

ササ処理としては伐採前の昭和43年に

皆伐区，皆伐母樹法区を含めて除草剤を

散布した。

皆伐母樹法は沢沿いのグライ土壌の林

地で採用した。この林地は4価祇であり

風衝の被害も少ないと予想してこの作業

法によったものである。この林地も漸伐

作業法であってもよいわけではあるが，

実験的なねらいから併用してみた。

皆伐は土壌条件のよい中腹部以下と上

部沢沿いのBEおよびBD型土壌の区域

で人工植栽を前提として実施した。この

区域の形状が掌状となっている。

小団地（この場合は1林班）を対象と

《
】

0 100200m

図－2掌状作業法伐採および集材図

傷枯損木は伐採の対象としている。

2）蓄稜，伐採量，保残鐘

伐採は45年度に1,581m3,46年度に831m3を実行

1

して土壊および地形条件を老臘し，更新の可能性を検討傷枯損木は伐採の対象と

して3つの作業種を採用した。以下各作業法について述2）蓄稜，伐採量，保磯
くるo 伐採は45年度に1,581］

（ '）漸伐作業法保残
織諏鵜菱歩合|(雛鳥‘(俊繰。蓄戟

1）作業方法(ha当たり)m3

漸伐作業は受光伐とし
5，550ヒノキ62％ヒメコマツ2,4323,118林内照度を高めるため保

17％ウラジロモミ19％
残木駐を胸高断面談合計

（455）その他N,L2%|(44%)(56%)
でおよそ25m2,材祇250_

－

相対照度
（林内）燃豊|係淡水平均
43％３１嘩

皿
ｍ

ｏ
２
１

０
３
２

Ｖ
－
Ｄ
－
Ｈ
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３

(46.8撮影）皆伐母樹法

をしたが，風倒木以外の枯損は少ないと予想し，この方

法を再度試みたものである。母樹保残状況は図－2のと

おりである。保残木の胸高断面積合計は1ha当たり6

nl2,材秋は70m3である。

2）薪秋，伐採量，保残量等

(49.6撮影）漸伐作業法の全景辛
峰
した。（製品生産諦負）おりでI

3）伐採，築材の方法nl2,材

a.使用機械岩手Y-25FDB75PS2胴2):

､索張方式強姦グ(薑雪罰)|樹種羅交歩合 |(鱗)|保残木平均伐採堂
(伐採率）

C.使用ワイヤー
968m3 ヒノキ47％ヒメコマツ8%826m3

SKL24m/m6×7C/L
その他N4

HBL12m/m6×F(19×6)(477m3)|,_='､~~W~~､:(85%)
サワラ40L1

LFL12m/m6×Fi(19×6)

－ －

V1．1m3D36cm142m3

一

H22m(15％）

d.傾斜平均10。

e･スパン〃350m

f.集材距離〃300m

g."]反距離〃30m

h.出材材秋1,989m3

163m3/ha造材率82%

i.組人員巡娠手1人伐倒・先行3人

荷掛2人荷卸2人

j.集伐功程1EI4.8人で29.7m3

1人平均6.2xn3

通勤時間往復135分

k.架線撤去18．2人1.0人/ha

作業道作設3．0人/ha

j,kは45年度実績である。46年度も大差はない。

（2）皆伐母樹法

1）作業法の概要

皆伐母樹法における母樹保残は，30～50m間隔で数

本の母樹をほぼ均等に林地全般に配置することにして選

定した。この母樹以外を伐採木とした。従来ヒノキの天

然更新作業法の母樹保残としては，孤立による枯損など

の影響を考え点状または小群状の皆伐母樹法は採用して

はいない。三浦実験林では隣接林班においてもこの実験

而祇2.03ha

保残木は40群，1群2～6本，平均3本，1群当たり

胸高断面秋合計0.3m2である。

3）錐材方法について

集材は上部皆伐と関連して実行しており説明は省略す

るo

（3）皆伐

1）作業法の概要

皆伐一人工植栽の対象地の形状がいわゆる掌状を呈し

ているものである。昭和36年の第2室戸台風による風

倒被害箇所4.33haがあり，生立木伐採面積は16.36ha

で合計20.69haとなっている。この風倒木被害箇所は，

湿性ポドゾル土壌が分布しており，本来天然更新の対象

林分となるべきところであるがやむなく皆伐一人工植栽

に含めたものである。皆伐は人工植栽に適するBEおよ

rXBD型土壌を主体としている。しかし’一般林地の褐

色森林土に比べて，土壌の理学性はやや不良ではある。

梛高でみるとヒノキ植栽の上部限界に接する地帯であ

るo

2）蓄祇，伐採難，保残蹴等

而秋20.69ha

一
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昭和47年の台風被害によって母

樹の約20％が転倒し，そのために

母樹倣はやや不足の状態となった。

しかし隣接林分からの種子飛散を期

待することにする。皆伐母樹法の母

樹保残愈は多めが安全であろう。

（3）人エ植栽

人工植栽は郷土樹種であるヒノキ

を主体とするが，他の樹種の適応性

め，ヒノキ以外にカラマツおよびサ

伐採量
樹種混交歩合備考

（伐採率）

ヒノキ80％その他N7%7,747m3風倒木比率17%

ヒメコマツ3L3

ウラジロモミ7（100％）

ヒノキ82その他N32,219m3風倒木比率70%

ヒメコマツ5L1

ウラジロモミ9．（100％）

蓄蔽
(ha当たり）

7,747m3

別
積
伐

種
面
一
皆

(473m3)
一

2,219m3

16.36ha

皆伐

風倒木

4.33ha
(512m3)

と生長比較をするため，ヒノキ以外にカラマガ

ワラ・ウラジPモミなどをヒノキと混植した。

植栽樹種別面戟は下表のとおりである。

3）集材

集材は，岩手Y-25,FDB,75PS2胴索張り，方式

はフォーリングブロック式で実行した。

3．更新状況

昭和49年度現在で伐採後3

～4年を経過した。天然更新に

ついては更新完了には至らず，

今後さらに稚樹発生を期待する

段階である。人工植栽は昭和43

年春に始まり46年秋植，47年

春植で完了している。2～3年の

生育経過であるが，その立地条

件に適応する生育をしている。

（1）漸伐作業法

樹種|而積｜繍考
上′雫lal9hal4,0"本/hヨ

I

樹
一
ヒ
シ

甑｜而獄｜術考

巽｜"01各樹種2.000本ﾉha
一

●
ノ
ー
フ

’
1

縁嫡'9.88 ﾁ旨ｩ鰯雲ｩ'0"|〃1，00本/ha4,000本/ha

’1．09
ヒノキ
その他N

4,000本/ha
８
１
３
５
５
０

「
「
ベ

ッ
キ
モ

ー
云
ノ
葬

力
ヒ
ラウ

〃2,000本/ha

各稚樹2,000本/ha

生育は枯損も少なくほほ順調といえる。

まとめ

このヒノキ天然林における蟻状作業法は伐採実施以来

4年を経過した。皆伐区は植栽木がほほ順調な生育をし

成林の見通しがついている。しかし漸伐および皆伐母樹

法の天然更新については，今後さらに稚樹の増加を期待

する段階である。

この蕊状作業法の成果が具体的に観察できるにはなお

年数を要する。しかしこの実施状況は不十分な面がある

としても，作業の組合せ，伐採・集材作業などを合わせ

て小団地総合施業としては一応の成果があったといえる

であろう。

国有林の亜高山帯などでは，地形・土壌・森林撒成な

どから今後これと類似的な作業をとることが望ましいと

みられる小団地は随所にある。

土壌条件および地形その他の条件を考慮したこの蟻状

作業の応用を制約しているのは，画一的におちいりやす

い施業計画の指導と，作業種による直営生産と立木処分

の区分，あるいは実行年度の区分などであろう。

これらについてはそれぞれ改善する余地がある。

今回紹介した錐状作業法はまだ作業種区分など不十分

な面が多いがこれを参考として，小団地における総合的

作業としての蟻状作業の効果的実施が望まれる。

a.昭和43年に除草剤(クサトールFP)を250kg/ha

散布した。ササに対する効果はバラツキがあり，1～2

年で再生した部分，あるいはいまだに再生していない部

分もある。平均的には散布後3年ごろから再生し，4～5
年でほぼ散布前の状態となった。

b.稚樹本数は，固定プPツト12(2×2m)でみると

昭和47年調査では,ha当たりU器:而本(稚樹0の
プ戸ツト3）であったが，現在はササ再生の影響もあり

ha当たり扉鶚而本(稚樹0のプロz,l､2)Iこ減少
した。更新稚樹の少ないのは閉鎖した林分の疎開と結実

の関連，つまり樹冠疎開後の豊作に恵まれず種子不足の

影響もあるとみられる。

ササが再生した蕊伏では，林冠疎開をはかり照度が高

くなったとしても，地床照度は5％前後であり更新はむ

ずかしい。ササ処理を行ない稚樹本数を増加する方法を

とることにしているo

（2）皆伐母樹法

皆伐母樹法についても漸伐とほぼ同様であるといえ

る。稚樹本数は固定プ戸ツト18（2×2m)でみると，

昭和47年調査ではha当たり0g%:!:00本(瀧樹0のブ
蔭,ﾄ7)であったが,現在ではha当たりoWO,
本（稚樹0のプロット9）に減少している。

一

、
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の正体を問題視していたから，早速，三宅君の案内で行

ってみて驚いた。それはイワヘゴモドキではなく，まさ

しくワカナシダであったのだ。

それから20年，今では群馬東京，静岡，愛知，福

井，山口，高知，福岡，佐賀，長崎，宮崎，熊本，鹿児

島の諸地方に醇也が判明して来たとはいえ，富士山麓の

御殿場付近や南九州の肥薩国境付近にやや多く産するほ

かは，今でも珍種の一づである。

とくに近畿地方には全く未発見であることと，四国で

はただ商知典安芸郡下で，かつてそれと知らずに採集さ

れた標本が，後にワカナシダであると判明しただけとい

うことが注目されていた。だから土佐山田市は現存を碓

認できる四国唯一のワカナシダ自生地となるわけだ。

土讃線にほぼ沿って東北上すること1時間，何年か前
しげとう

に山崩れで大惨事となった繁藤の事故現場の手前で左

折。ダム人造湖の周りを丹念に巻く道を30分ほど西に

向かって，通行止の道路工事を縫い進み，ようやく目指

す自生地に到着した。60年生ばかりの立派な杉人工林

の中を小さな渓が流下している。渓底の巌をよじ登って

行くと，すぐ左手の渓岸にすらりと50センチばかりの

車葉をひろげたワカナシダが目に飛び込んできた。

黒っぽい緑色は渓間のわずかな明るみにも照り映え，

倒披針形の細長い葉身，中裂した羽片，紛う方なきワカ

ナシダの英姿に，一同カメラを集中する。高知市五台山

にある牧野植物園の正門前の茶店の親爺さんがこよなく

愛する土佐寒蘭，時あたかも馥郁たる芳香をただよわせ

る数鉢の由来を語り出したら，いつ尽きるともなく続

く，その愛職iの熱弁。深山に独り生き継ぐワカナシダと

て造化の妙においては，カンランに劣るわけはないのだ

がo

この同じ小渓の岩盤を埋める落葉枝の下に根を張る一

株のツクシオオクジャク。まさに四国では第1号の本日

新発見のツクシオオクジャクに，一同気をよくしなが

ら，次の目的地へ向かう。
L,げのぎ

香美郡物部村大栃へ長駆する途次，神母木の物部川に

かかる橘の挟に車をとめてエピガラシダを採集した。地

元の山岡君と牧野植物園の稲垣君の同行を得ているのだ

から，要所々々を次々に逃さず訪ねる能率的な採集であ

る｡エピガラシダ，ナンカイイタチシダ，トキワトラノ

オなどの蒲生する路傍の崖には，刺々しいクスドイケの

樹姿が目に付いた。昭和18年春，この近くの佐古の著

名な鍾乳洞，龍河洞を訪れた時，関東や中部地方にはな

いこのクスドイゲを大喜びで採集したことを懐しく思い

出しながら，ふたたび車中の人となる。そういえば「イ

ゲノキー｜という地名は，このクスドイケに関係がある

山・川・草・木
一

1－｢T~、
一

｜’
一

願洞乏_閃学’の閲’ ’学
－

その11 三つの『十佐日記』

－

｜’唖

－

一
一ll｢､ くらたさとろ

倉田悟

(東京大学農学部教授）｜｜’ |‐！
ヂ

令
一
↑
｛

－

吟，蒲鉾をくれたろう，あホこから出たんや」と，

片手にハンドル，片手にかまぼこの山岡君が答える。後

の席の中池君が「あれ，どこから元の道へ出たのかな」

と，誰にいうともなく聞いたからである。山岡君は左手

の残りのかまぼこをうまそうに頬張り，口をもぐもぐさ

せながら，広い国道を高知市へ向かって，彼の愛車を走

らせる。もう，かれこれ7時だから，秋の日はとっぷり

と暮れていた。

なぜ，この車中で一行五人がかまぼこをバクつく仕儀

になったのか。もちろん今日1日の200キロに及ぼうと

いう，車を駆っての植物採集行による健康的な空腹に誘

われたことには遮いない。しかし問題はかまぼこの出所

･である。ことの起こりは私の気まぐれな文学散歩のため

なのだ。

＊ ＊＊＊

昨秋の10月18日，今日は午後から天気が下り坂との

予報を気にしながら，9時近くに高知市内の宿を出発，

まず土佐山田市の山奥である赤荒に向かう。山岡氏がこ

‘の9月中旬，そこでワカナシダを発見されているので，

．それを見ようというわけだ。
えにし

ワカナシダは産地の少ない種類で,私とは浅からぬ縁

･のあるイワヘゴ類の1種である。

昭和29年に，当時前橋市に在住されていた若名東一

氏が，赤城山西麓の木曽神社境内で採集されたのがこと

の始まりで，翌年同所を訪ねあれこれ研究した結果，日

本には新記録の1種として，若名シダと命名したのが，

ほかならぬ私なのである。ついで昭和30年暮れに山口

市付近の植物を探った際，山口県立博物館の三宅貞敏君

が市外の鼓ノ滝にイワヘゴモドキらしいシダが自生して

恥､るというので，イワヘゴモドキの方もそのころ私はそ

型▲

3

の
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びろとひろがった稲田の中に濃い鰯を小島のようにお

として，朝夕には群れたった小鳥がさわがしく螺りか

わしながら，とびたち飛び帰って来る。その丘のかげ

を白い往還が真直ぐに松原につづいて，松原の向うに

は群青のいろをたたえた太平洋のはてしない波濡がみ

える。一

五万分ノーの地形図には，確かにこの小高い丘と往還

が読みとれる。この丘を田宮氏は「界隈では巣山とよん

でいる。それは，生い茂った楠や標や樫などの高い梢

に，数えきれぬ小鳥が巣をつくっているから…･･･」と設

定し，そこに近森の屋敷を画いている。

一一長屋門の前には三尺はばの深い瀧が流れていた。

巣山をとりまいて流れているのだが，水藻をゆらめか・

せたゆたかな水を，時おり鯉や鮒などがひざしにきら

りと銀鱗をひけめかせて走りすぎた。巣山の上を鳶が。

大きく輪を猫いていた。……青大将が満にかけた御影

石のすきまから頭をのぞかせた。青大将にも鳶の啼き

声はきこえるのだろうか。しばらくじっとあたりの気‘

配をうかがっているようだったが，鳶が櫟の商い梢の・

かげにかくれたかと思うと，によるシとかすかなうろ

この音でもたてたように這い出し，みる間に長屋門の.

石畳の中へうこりこんでいった。一間近い大きな青大将・

であった。石畳がひとすじ水のあとをひいたが，その‘

水あとはすぐ煙のようにかわいてしまった。－

読者の遠い夢を誘うような筆の運びである。巣山の森

は今どうなっているのか，そこにはなにか面白い植物が

生き残っているのではなかろうかということも，私の関

心事の一つだった。岸本の隣りの赤岡町の高校に勤務す

る山岡先生は，途中車を停めて，同僚の国語の先生に電

話してくださったが，田宮氏の数ある名作の陰にかくさ

れてか，地元の先生方も第二の『土佐日記』に関心がな

いらしい。

とにかく巣山八丁として『土佐日記』に出ている真直

ぐな道が地図上に読みとれるから，と私がいうと，そう

いえば生徒のマラソンコースになっていたようだと，山‘

岡先生は近くの生徒の家に車を乗りつけて道を熱れたの’

である。

この女生徒はマラソンを欠場したらしく，やはり要領

を得なかったが，その家がお惣菜屋さんなので，「まあ

まあ，山岡先生」と，その母親が捕鉾と天ぷらを包んで‘

くれたのだった。巣山八丁はこの店屋の直ぐ先を右折し

た所を北上して↓､た。しかしもう真暗で巣山の所在はは

っきりしなかった。ただ周囲の丘遊満く彩る蜜柑山の誘

蛾燈が，私の『土佐日記』の一日のフィナーレにふさわ，

しく，視野に浸み込んでくるだけだった。

う。高知市付近におけるクスドイケ（イイギリ科）の方

言名を調査する必要がある。

山間の町，大栃を過ぎ，上韮生川沿いにさらに数キ

ロばかりさか上った五王堂が，トサノミゾシダモドキの

自生地である。牧野植物園長の山脇哲臣氏が走る車の窓

から注目し，車を引き返させて発見したというのだか

ら，ほんとうに道沿いの崖の草鍛の中にも可愛らしい姿

を垂れていた。しかし，その横の小谷沿いにはそれこそ

何百株とも知れず生え茂っている。今の所，日本ではこ

の地を唯一の自生地とし，他は中国大陸に産するだけな

のだ。いつのころであったろうか，何十年か何百年か

昔，中国大陸から胞子が飛来して，ここに居着いたのか

と思うと，その葉を手に]反って見入る私の胸に感慨が湧

いてくる。トサノミゾシダモドキとは私の命じた和名な

のである。今後さらに新産地の発見を願うや切である。

＊＊＊＊

さあ，これからどこへ行きましょうか，と山岡君がい

う。まだ日馨れまで2，3時間あるというのだ。それな

ら安芸市の伊尾木洞（ホウライシダ，シロヤマゼンマイ

など熱帯性シダの自生地として天然記念物に指定されて

いる）へ行き，その帰途，田宮虎彦氏の『土佐日記』

（昭25）につながる香我美町岸本から巣山八丁を訪ね

ようと提案したのが私である｡

－紀氏鐘愛のをみなどを失はれたる歎きにたへかね

てひそかに恩ひをやりたまへる書なり云云と香川景樹

が註している土佐日記九日の条に，年老いた貫之が

その松の数いくそはく幾千歳へたりと知らず，もと

ごとに浪うちよせ枝ごとに鶴ぞ飛びかふ
うれ

見渡せば松の梢ごとに住む鶴は千世のどちとぞ

思ふくらなる

としるしている字多の松原は…．．かつて貰之が亡児追

慕の悲しみをよせた頃の婆そのままであろうか。－

紀貫之の『土佐Iﾖ記』の引用に始まる田宮氏の『土佐

日記』は，東土佐一の豪家といわれた近森家の衰微して

行く様を，ひとり娘の登米子の一生を通して淡々 と綴る

一種の歴史小説である。

－－近森の家の蕊地からはその字多の松原が遠く見は

るかされる。墓地は松原からは小半里北にはいった猪

ノ谷山の陽だまりにある。三十基に余る墓石が山肌に

並んでいるが，既に風雨にさらされて，その十基近く

は墓の面に彫りこまれた文字も定かにはよみとれなく

なっている。．…絵のように美しい眺望であった。墓

地にたてば，足下に，山裾にある神社の古びた萱葺屋

根がみえ，鳥居がみえる。青'4ぐと稲田がひろがり，こ

んもりと老木のしげった小高い丘がみえる。丘はひろ

一

一
一

ー
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生の緩急の区別，(6)直接・間接，(7)'行政官庁所管事寝

などによって分類される。そしてこれらはさらに自然災

害と人為災とに分けられるものと考える。

山地防災

山地とは地球面上の凸部をいい，その傾斜面の部分が

頂上部および凹底部の平坦な部分に比べて著しく広く，

数百mの起伏量をもつ地域をいう。また水平な地層か

らなる等高の頂上部をもつ高地は台地とよばれるが，わ・

が国の生い立ちからみて，台地，丘陵地の大半は摺曲ま

たは傾斜した地層で榊成されていることと，さらに林地

が丘陵地の大部分の地域に存在することが望ましいとい・

う見地から，本項ではこれらの地域をも山地に包含して．

考えよう。

さて山地防災とは山地において発生する災害の原因と

被害実態を解明し，災害を未然に防止すること，災害の‘

拡大を防止または最小限度にとどめることであると箪者

は思っている。

山地の災害と素因をあげてみるとつぎのとおりであ・

る。

1自然災害(A)気象災害(11風災（台風・竜巻など

の災害）(2)豪雨災害（土壌流出，土砂流出，洪水，

山崩れ・崖崩れによる災害）(3)豪雪災害（異状局所

豪雪，融雪，蒲雪による災害）(4)気温の急上昇・低

下災害（酷暑，酷寒，凍土，凍結，冷害）(5)その他

の異常気象災害（霜，糧，雷の被害）（副地変災害

(1)地腱災害(2)津波(3)地震による山崩れ，崖崩I

れ，地すべりIC)火山災害(1)熔岩溢流(2)降灰

(3)変質幣生成(q動物災害(1)獣害（毒蛇，畷ね

ずみの害，野生動物の排せつ物による水質汚染の害）

(2)獣以外の生物の害（病原菌，虫害）

2人為災害(A)地形変質⑧森林の大面積伐採(C)'

山火事

これらの災害現象の原因を解明するには，自然科学の〃

分野である1噸鋤理，地理，地質，地震，地下水，土質
力学などを総合した科学（災害科学といってよいだろう

か）によって行なわれることになろう。そして災害の未
然．拡大防止と復旧には，土木，建築，鉱山，農林，水
産学の工学部門を統合した科学（防災科学）によって行
なわれている。筆者は山地防災においては，とくに林業
および国土保全の「場」としての山地の災害に対して，

それを未然に防止し，災害の拡大を防ぐことが望ましい

と考える。それには自然科学の部門の学問・研究をいっ

そう活用し，災害の実態の解明蓮はかり，高度の|坊災技

術を開発することであると考える。

災害の素因

林業家のための地質･地形

その10

〔災害と山地防災・I]

f

きだち主さし

木立正嗣

(林試・土じよう部）
幸
一

災害

災害の定義は固定的なものでなく，歴史的過程で規定

されているものと思われる。災害を規定するこの必要な

法律の目的によって災害の定義がまちまちである。しか

し最も広範囲に災害を定義づけているものは,昭和36年

11月に公布された「災害対策基本法」（一部改正し昭和

37年7月10日より施行）法律第223号である。さらに

この法律で規定する著しく激甚である災害に対しては，

法科鍔150号の「激篭災害に対処するための特別の財政

援助等に|淵する法律」がある。また災害の定義にふれて

いるものは災害対策基本法施行令（政令第288号）であ

る')。これらの法律・政令から災害の定義をみれば，災

害とは気象，地変，生物などの自然の異常な現象および

人間の管理不備が，国土・施設物件・生物および社会秩

序に好ましからぬ被害を与える現象であると規定してい

る。そして災害対策基本法では，その第2条に加害素因

として，(1)暴風，豪雨，豪雪，洪水，高潮，地震，津

波，その他異常な自然現象。(2)大規模な火事，爆発。

(3)（政令第288号）で放射能物質の大量放出，多数の遭

難者を伴う船舶の沈没，その他大規模な事故をあげてい

る。

災害対策基本法の目的であり，また国の責務としてそ

の第3条に，(1)国土，(2)国民の生命財産とを災害から

保護するため，(3)社会の秩序の維持（保全)，(4)公共

の福祉の碓保に笈すること，をあげている。さらに国民

経済に著しい影靭を及ぼし，かつ当該災害による地方財

政負担の緩和と被災者の特別の助成を必要とする「激甚

災害」に対しては法律第150号が適用される。

災害は法律的定識のほかに，その観点によりいろいろ

の分類が考えられる｡(1)災害誘発原因,(2)災害の発生

場所，(3)被害対象の種類，(4)被災の種類，(5)災害発

＝

す

｡
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を示すと，図の黒塗りの部分である。この
一

ような斜而はとくに台風をまともにうける

ことになろう。また海岸線が南に開いてい

て北に湾入しているところが多い。このよ

うなことは，台風の災害を著しく増加する

地形的悪要素であるということができよ

う。いま理科年表（1972年版)3）で大正元

年から昭和45年までのおもな気象災害を

みると，台風による風水害は71件,集中豪

雨（多分に台風と関係がある）は25件，

干害・東霜害・冷害・雪害は31件，火災

（乾煉）7件である。また地震災害は114

件で，そのうち山崩れ・崖崩れは8件であ

る。とくに風水害・集中豪雨による被害は

山地においても相当多く，山地の被害がそ

の地域の河川の下流部または接続する低地

部に災害をもたらしていると考えられるも

のがかなり多い。つまり被害力功ﾛ害素因に

なることもしばしばみられる。このように

台風および集中豪雨による山崩れ・崖崩れ

が，山地災害のうちの65％童越えること

が推定される。

日本列島は環太平洋地震帯の上にあっ

121517属16

蕊
凸凸

や

●

25
25
22

4234

獄
ごご

33

藷
383939

．

夛諏
5117 師

〆
”

28 33138 “
畷
可

一
一

26 55

麓
”マソ

グ
妬
ノ
』

52

藷I
ノ

3636

49
'34縦 50494549けけ

I 46

5951 6558 625657

〃‘

台風の通過回数（1940～1969年）と南・南西向き山地斜面 て，世界的な地震多発国である。近年地震

災害と活断層とが深い関係をもっていると

わが国の山地における自然災害の素因を，気象，地変報ぜられた（伊豆半島沖地震・昭和49年5月9日)｡活
と地質・地形について述べるとつぎのとおりである。断層は狭雛には晶近（明治以後）に動いたことのある断
日本列島の気象的猟境は複雑で，台風・集中豪雨・そ層を指すが，第四紀以後の断層で地震によって生じたと
の他の異常気象現象が通年的に起きる。それは日本列島思われる断層をいうこともある。地震による山地災害
,の位置が大陸の東側にあって，東と南に太平洋というは，活断層を含む地域ばかりでなく，地質織造線，破砕
広大な海域がある。大陸からの空気は冷たく（-30～帯および温泉地帯における山崩れ，崖崩れおよび地すべ
-45｡)，太平洋からの空気は暖かい。冬は大陸からシベ リによる災害と関連性が高いとみることができよう。な

リア高気圧が吹きこみ，夏は太平洋に太平洋高気団が発お，地溌災害は海岸平野とか厚い扇状堆積層のような軟
達するために，この2つの高気圧は日本列島を境にし弱地盤においては大きな災害をもたらしている。昭和39
て，気圧の低い谷間が生じる。また空気のかたよりの移年6月16日の新潟地震（マグニチニード7.6)のときの
動および換気運動が台風となって常襲する。台風は沖秋田市における震度はⅣ（中震）であったが，第三紀層
縄・九州・四国地方または近畿．東海地方に上陸するも地盤では鰹度Ⅲ（弱震）に受感し，段丘および砂丘地盤
のが多い。日本列島に上陸した台風は，北上して関東．では震度Ⅲ＋，洪澗地砂礫地盤では震度Ⅲ～Ⅲ十（Ⅲ
北陸地方に至り，風力を弱めて東北・北海道に去っていより少し強い)，平野部粘土質地盤では震度Ⅳ～V(強
くものが多い。いま1940年から1969年の間における台震)，埋立地では溌度Vであったと報ぜられている。
風の通過回数（台風の中心と解釈）を北緯・東経ともに（以下次号）
2度間緬の区域についてみると，上図のなかの数字で示参考文献
される2)。この図から沖縄・九州・四国地方は台風が通1）林野小六法：林野弘済会1967
過する数がきわめて多いことがわかる。台風の北上に際2）日本気候図（第2集)：気象庁地人書館1972
し，日本列島の山地斜面傾斜方向が南西および南のもの3）理科年表：東京天文台編纂丸善1972
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それはともかく，帆自然保護〃とは何であるべきかを

限定するためには，さらにさかのぼってp¥自然〃とは

何かが限定されていなければならないだろう。ひと口に

唱然〃といわれる場合にも，原生林とか原始林とかと

いわれるようなものだけをⅥ自然〃と見る人もあり，田

園も帆自然〃のうちと見る人もあるからである。

そこで，普通の国語辞典（ここでは『岩波』）につい

て見ると－このさいはそれでよく，また，それでなけ

ればならないと思うわけだが－自然とは，「人の手を

加えない，物のありのままの状態・成行き」のことだそ

うである。とすれば，人の手の加わることのヨリ少ない

状態・成行きにあるものがヨリ自然的であることにな

り，ちょうどそのことが，（感覚的に）都会よりも田園．

田園よりも森林，森林のうちではいわゆる人工林よりも

天然生林が、自然〃とされることの（科学的な？）正当

さを保証することになるのであると考える。

一方，保護とは「(外からの危険等に対し）気をつけ

て，かばいまもること」（同上誓）の由である。したが

って，自然保護とは，厳しくは，帆全く人の手の加わっ

ていない物に，全く人の手を加えないこと〃であり，緩

くは，帆あまり人の手を加えられていない物に，なるべ

く人の手を加えないこと〃であるとしてよいと考える。

ところで，森林にも，いわゆる原生林もあり，天然生

林もあり，人工林もある。人工林にも天然下種によるも

のもあり，人工植樹によるものもある。また，幼齢のも

のもあり，高齢のものもあるというわけで，いわば千態

万様である。したがって，森林の帆自然度〃が区別され

なければならないことになるが，さきの、自然〃の定義
●●●●●◆●●●●

からすると，それは，ちょうど，人の手の加わり方の多
Ce●U

少によるべきであるとしなければならないことになる。

たとえば，単位面識当たりに加えられた人手は，林齢

10年の人工林と50年のそれとの間に大きな差がないの

が普通としてよいだろう。したがって，1年当たりにす

ると，前者は後者に比べてはるかに多くの人手が加わっ

ていることになる。つまり，幼齢林ほど帆自然腰〃が低

いことになる理屈である。しかも，それは，ちょうど実

感に合っているとしてよいだろう。非‘淵に高齢な人工林

はあたかも帆自然〃そのもののごとくである／

以上の理屈は，あるいはあまりにも単純素朴にすぎる

とされるかもしれない。しかし，単純素朴（に見，考え

ること）こそがよいことなのではないか。少なくとも，

不毛な衡学に終始するよりははるかにましなことは確か

と思う。しかも，私は，上に見たことこそが，自然保護

週休七日庵雑筆

－自然保護と森林施業の哲学一P

きく

規矩
浄
松

した

下

シ
一 昨今の世情を反映してか，昨春日本林学会大会の前後

に催されたいくつかのシンポジウムの課題は，森林の公

益的機能とか，林業ないし森林施業と自然保護，という

ようなものであった。週休七日制の手前？，私は，ちょ

うど4月1日の森林経理研究会の『森林施業と自然保

護』を聞いただけで他を知らないが，似たような課題を

掲げて，私なりに思うところの一端を申し述べてみたい

と思う。したがって，経理研究会での皆さんのご高諭の

批判ではないので，念のため。

自然保護のこと

私としては，このような問題に取り組むとすれば,帆自

然保護〃とは何か，何であるべきかというようなことが

あらかじめ限定される必要があると思う。言わずもがな

とされるかもしれないが，たとえば，自然林の木を1本

伐るのも自然破壊であるとするような前提に立つとすれ

ば一一現にそのような前提に立ってもの申す人たちがい

る以上，そのような前提を置くことを頭からナンセンス

ときめつけることはできないと考える－少なくとも自

然林については，細胆業であることが自然保護というこ

とになり，当面の問題の大方は片付いてしまうだろうか

らである。

むろん，林業側からすれば，そう簡単に片付けられて

は困るというのが，そもそものことの起こりなのであろ

う。したがって，そのような前提は否定されなければな

らないわけだが，それには条理を尽くす必要がある。た

だし，林業エゴイズムを正当化するための事後論理であ

ってならないことはもちろんである。

ついでにいうと，自然保謹を叫ぶ人たちの中には，何

か，国民，さらには全人類を背負って立っているかのよ

うにもの申す人たちがいるが，心底には，存外，単なる

学究心，自然趣味による一種のエゴイズムがあるだけと

疑われる場合もある。
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生林ないし天然生林の施業林への転換の仕方や施業方法

にもあることは十分反省されなければならないことと考

える。

ところで，自然（＝森林）保護と木材生産（林業）と

の問題も，当然，上にみた三つの問題に分かれることに

なると考える。その’(1)‘の問題は－(2)と(3)は全然別

問題であるというわけではないが－国民福祉（経済も

福祉のうちと考える）的視野からすべき国土利用区分の

問題としなければならないと考える。したがって，それ

は，一国の最高次元の政治（政策）の問題としなければ

ならないが，林業側においては，林業政策に属する問題

なのであると考える。

それはともかく，自然保護が人間のためであると同様

に，木材生産もまた人間のためとしなければならないだ

ろう。昔から，ヨク，森林の機能と称して，公益的機能

と経済的機能とを区別し，後のものとして木材生産機能

がいわれるが，木材が人間にとっての必需物（しかも最

重要なものの一つ）であるからには，木材生産機能も公

益的機能のうち，とはいわないまでも公益性の非常に高

いものとしてよいのではないか。

その’木材の必要量が，人口の増加と，経済（物資

的）活動の活発化に伴って増大の一途をたどっているこ

とは周知のことである。一方，森林→農地→宅地．工場

地等という具合に,ヨリ自然度の高い状態にある土地が，

ヨリ不自然度の高い状態の土地へ転換されてきたわけで

ある。そして，そこに自然（＝森林）保護の必要が生じ

たわけなのであると考える。帆自然保護〃とは，勝れて

人間的なことなのである′

それは，むろん，Ⅶ人間の自然〃による当然のことと

されなければならないだろう。しかし，ヨリ多くの木材

の必要に変わりがないとすれば－－上のような土地利用

のいわば自然の方向を逆転することが不可能である以上

は－施業林が自然林の方へ拡大されることになるのも

また自然のこととされなければならないだろう，木材消

費の節約，既存施業林での木材の増産を図ることの必要

はいうまでもないとして。さきに，あまりに偏狭な自然

（＝森林）保護論が単なる自己満足のためではないかと

疑われたゆえんである。

しかも，自然林を施業林へ取り込むことは，たとえ

（純）自然の破壊官はあるとしても，森林をなくする仕
方での土地利用に比べれば，はるかに多く帆自然〃を保

存することにかなうものであることは，さきに見たとこ

ろから明らかとしてよいだろう。

にかなう森林施業のあり方を考えるさいに，最も根底に

置かれるべきことなのだと考えるわけなのである。

森林施業のこと

森林施業，森林経理，森林経営等々の言葉の使い分け

'も人により様々と見られるが，私の見解は別の所ですで

‘に述べてあるので，ここでは立ち入らない。ただ，柵自

然保護と森林施業〃というような問題に取り組むさいに

‘は，現場施業としての森林施業もさることながら，ヨリ

基本的なものとして，森林経営という言葉のほうがふさ

わしいような森林施業が対象とされて然るべきであり，

したがって，以上，以下にいう森林施業は現場力牒のこ

とではないことを注意したい｡それにしても，噸から始

‘めずに尻尾から始める」（プラトン）ことのないように，

ここでも，単純素朴に考えることが必要と思う。

ところで，これまで私ははなはだうかつにも帆施業〃

･な．どという言葉は日常語のうちと思いなしていたのであ

るが，存外，林業・林学の術語らしいことを知った。さ

きの国語辞典にはもとより，『広辞苑』にさえも収録さ

れていないからである。しかし，『広辞苑』には帆施業

林〃という言葉が載せられており，原生林に対するもの

として「人工を加えた森林」のこととされている。

とすれば，帆自然保護と森林施業〃の問題は，(1)原生

林（ないしそれに準ずる天然生林）を施業林とすること

,の可否の問題，(2)施業林とする場合の，できるだけ人

エを加えない施業のあり方の問題，および(3)既存の施

薬林における(2)と同じことの問題としてとらえられなけ

:ればならないことになろう。

なお，森林施業（森林に人工を加えること）の目的に

≦も，森林（＝自然）それ自体の保護（保全）を目的とす

る場合と，木材（等）を生産することを目的とする場合

とがあり得るはずであるが，ここでは，後の場合に限ら

れて然るべきであると考える。もともとが林業(木材生

産）側に立っての問題のはずだからである。

とすると，Ⅷ自然保護と森林施業〃という問題の前に，

､帆自然保護と林業〃ないし帆森林保護と木材生産〃とい

・う問題があることになろう。

むろん，林業側の人左は，意識の濃淡はあるにしろ，

そのような認識を踏まえていると見られるが，一般ない

し自然保護側の人食には，そのような認識が必ずしも十

・分でなく，不十分の極まるところが狂信的ないし偏狭な

自然（＝森林）保護論となるのであるとしてよいと考え

る。もっとも，偏狭な自然保護が叫ばれることになる原

泗は，（国有林などにしばしば見られる）これまでの原
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ような実感は十分尊重されなければならないと考える，

少なくとも事柄をマジメに考えるのであれば。

とすれば一簡単のため皆伐方式と面積平分法による

森林施業仕組の場合についていうわけだが－問題は，

さきの森林回転周期の長さ(u年）とともに，森林の規

模（而裁）の大きさ(Fha)にあるとしなければならな

いであろうoいうまでもなく1年1箇所の皆伐面職(f

ha)の大きさはF/uなのだからである。ただし，伐採

箇所を分散することによって1箇所当たりの面識を小さ

くすることを考えるくらいならば，そしてそれを本当に

マジメに実践する気であるのならば，当然,,森林のほう

を細分し,Fを小さくすることのほうへ向かうべきであ

ると考える。かくて,Fをなるべく小さく,uをなるべ

く長く，したがってfをなるべく小さく設定することが，

自然保護にかなう森林施業のあり方の基本なのであり，

そのさいできるだけ多くの有用材を能率的に連産でき

る，（樹種の選択や現場の諸技術などを含めての)森林施

業技術のあり方が考究されなければならないと考えるわ

けである。そのような認識に立てば，たとえば，林業技

術としての伐出技術の進歩は，単に伐出過程の能率化を
●●●●■

図るところにはなく,fを小さくすることを経営として

可能にするところにこそある，ということなどもきわめ

て見やすい道理となろう。

地域森林のこと

しかしながら，以上は，暗に，林業（の個別経営）の

あるところに木材生産があるという見方に立つものであ

った。したがって，そこでの一つの森林は，保続的な木

材生産の物的手段として一つに組織された林分群なので

あった。しかし，それは，いわば仙逆の見方〃に立つも

のなのであって，ともかくも木材の保続的な供給－む

ろん海外からのものは除く－があるところに木材の生

産（林業）があると見るのがⅧ正の見方〃というものと

も考えられるわけである。わが国における木材の供給

が，かなり高い割合で，経営としてあるとはいえない態

の林地の所有管理によってなされていることは事実であ

り，それらが貯蓄的とか農業的とかの林業とされている

ことも事実だからである。

詳細は知らないが，かつて，林学社会の一部で，林業

には伐出林業と育成林業との二範ちゅうがあるとかない

とかという論争が行なわれたようであるが，そのような

ことよりも，林業には，経営としてある林業と，経営と

してはない林業があるということのほうが問題とされて

然るべきであるとも考えられるわけである。いい換えれ

一方，今日，ヨリ自然的なものを“ヨリ多く（広範囲

に）保存することの必要もまたいうまでもないとすれ

ば,必ずしも自然林を施業林へ取り込む場合に限らず，

既存の施業林についても，広く帆自然保護〃によくかな

う森林施業が行なわれなければならないことになろう。

それもいわずもがなとされるかもしれないが，ここで

私が最も大事と考えることは，そのような森林施業のあ

り方を考えるに当たっては’さきに見たように，ヨリ自

然度の高い森林は，天然生林であると人工林であるとに

かかわらず’ちょうど人工を加えることのヨリ少ない森

林であるという韮本的な認識に立つ必要があるというこ

とである○そして，それは，結局は，森林の回転周期

（単木，林分の伐期齢）をできるだけ長く（高く）する

ことに産するということである。

かくて，自然保護にヨクかなう森林施業技術とは，で

きるだけ長い回転周期において，できるだけ木材生産力

の高い森林の造成(組織)と運転との技術とされるべきで

あり，したがって’すべての現獅‘業技術もちょうどそ

のことを踏まえたものでなければならず，さらにまた，

それらに関する論議や研究も，その線に沿って行なわれ

てはじめて正鵠を得ることになると考える次第である。

森林のこと

森林（＝自然）保謹といい，森林施業というが，その

さい’個々の（具体的な，現実の）森林はどこにあると

されるのであろうか。いつも観念的な論議で事足れりと

している人左には’このような問いは奇怪とされるかも

しれないOしかし'このような問題においては，とくに，

それではすまないのではないかと考える。

早い話が，たとえば’1万haの樹林地を一つの森林

として,毎年1箇所100haずつの皆伐．植栽を繰り返

す森林施業仕組によって木材生産を行なっているとすれ

ば’その（1万haという一つの）森林は亘存するわけ

であり，したがって，十分か不-1-分かを別とすれば，そ

の森林（＝自然）そのものは永続的に保護（保全）され

ているとしなければならないだろう－このさいは，地

力の消耗などをあげつらう必要はないと考える。

したがって，そのさい100haの皆伐の現場につけて，

自然（＝森林）破壊であるとするのは，部分を見て全体

を見ない，あたかも群盲象を撫でる態の謬見とされなけ
ればならないであろう。

しかし，一方’1箇所で100ha,いや10haでも皆伐

すれば，自然（＝森林）が破壊されていると実感される

のも，これまた自然というものであろう。そして，その

夕
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ば，林業の範ちゅう（枠）の中に，林業と非林業とがあ

る，つまりは非林業も（一種の)林業であることになり，

形式論理学において根本原理とされている帆同一の原

理〃だか帆矛盾の原理〃だかに反することにもなりそう

だからである。

しかし，そのような矛盾を解消（止揚＝アウフヘーベ

ン）するよすががちょうど地域(という概念の導入)なの

だと考える。つまり，個別では非林業でしかあり得ない
ものが，一定の地域において，一つの帆地域林業〃に止

揚されることになるのであると考える。したがって，こ

こでいう剛地域林業"は,決してある地域にある泳業の

総和としてあるものではないことに注意したい。

ところで，林地の所有には，数の上からはいわゆる零

細なものが圧倒的に多いことも周知のとおりである。し

たがって,それらの個々 において泳業が営まれることは

不可能ではないにしても，少なくとも当面，また一般的

には，非常に困難なことと見なければならないだろう。

とすれば，もしわが国において私有林林業の発展を図

る必要があるとすれば，他のこともさることながら，ま

ず地域林業の成立，発展が図られなければならないこと

になろう。森林についてみればⅧ地域森林〃の造成（組

織),発展が図られなければならないということである。

そのさい，個灸の地域森林が，（おそらくは鈴木太セ

氏のいうような齢級|柵造を持つ）いわゆる法正林でなけ

ればならないことはすでにいうまでもないことであろ

う。ついでにいうと，既成の森林経理学（＝森林経営

学）は，あたかも国有林経理岸のごとくであると見られ

るが，もっと私有林林業，したがって帆地域森林経理

(経営)〃ないし帆地域森林施業計画〃に目を開くべきで

あると考える。

かくて，帆自然保謹と森林施業〃という問題は，自然

保護にかなう帆地域森林施業〃のあり方いかんというよ

うなことを含めてとらえられなければならないと考える

次第である。そして，そのさいの最も基本的な事柄は，

やはり（地域の)Fとu9とくにuの問題なのであると

考えるofは，零細所有ということから，当然，小面積

に分散されているはずだからである。

あとがき

以上，つれづれなるままに，われもと思い，かりに

帆自然保謹と森林施業"・という課題を掲げて，そこはか

となく書き綴ってみたわけだが，結局は，森林施業が自

然保誰にかなうための基本的な要件は何かを考えたこと

になったようである。専門家は，あるいは素人のよしな

しごとにすぎぬと一笑に付するかもしれないが，私とし

ては，素人のいうことだからよしなしごとなのか，よし

なしごとだからよしなしごとなのか，それが問題なので

ある。虚心にご検討のうえ，ご叱正いただければ幸甚で

ある。

なお，保謹（プロテクション）ではなくて保全（コン

サベーシ草ン）であるべきであるということは，ここで

の問題ではないと考えた。ここでは，一般の人が必要で

あるという帆自然保謹〃の中味が，森林施業ないし木材

生産の必要とのかねあいにおいては，どのようなもので

しかあり得ないかを考えればよいのだからである。

また，これはいわば序論のようなものであるから，国

有林施業のことにはふれなかったが，各論（？）として

はそれは大いに重要なことと考える。ただし，国有林林

業に（林業らしい）林業があるからなどという理由によ

るのではなくて，実際問題として重要であるという理由

によってであることもちろんであるので，念のため。

さらに，自然保護の必要がわが国内だけのことでない

とすれば，東南アジア諸国における森林施業の場合につ

いて－むろん実地を踏まえて菫究することも，単

に時事問題に対処するため以上の価値があるものと考え

る。その点，学界，技術界の，とくに，春秋に富む人為

の，秋極的な研さんを期待したい。

１
《

Iはじめに

普及指導事業は，林業行政の方向に呼応し，地域の特

性に適応した普及課題をとらえ，各種事業を活用した活

動の展開が要瀦されている。

しかしながら流動的社会経済情勢に，先行不安感を持

つ林業家，加えて近時の「森林はみなのもの」とする都

市部からの公論的機能拡充への声，また行政の多様化か

ら，普及がともすれば行政へ埋没しかねない現状等，普

及事業の展開には数多くの阻害要因が介在し，その進展

は必ずしも満度とはいえない。とりわけ，当地域は後述

《
”
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する近郊山村といった地理的条件から，高度経済成長策

によって大きくその経済基盤が変化せしめられ，精神的

には林業に依存しながらも，経済的には他産業依存が絶

ちきれぬといった意識感覚は，林政展開の障害となって

いる。このことから，普及課題の展開は，拠点活動を主

とし，そのキャッチフレーズを琳業ムードづくり」に

おき，普及課題の進展をねらった。

以下，その実情をふまえ，活動の経験に照らし，普及

効果の促進について論じることとする。

Ⅱ地域の実情

東加茂郡は愛知県東北部に位置し，足助町を中心に旭

町，下山村.から職成され,総面積389.58km2(県全域の

7.6％）その85.9%(33,000ha)が森林(県森林面積の

14.7％）で覆われた標高200～800mの山間地である。

人工林率55％（県平均57％）で，スギ・ヒノキを主

体とするものの，戦後造林地が多いため，4齢級以下が

全休の40％を占めている。もともと本郡の林業は，木

炭を筆頭に，薪竹等の林産物がその主要産物とされ，農

家経済もこれらを主体とする構造であった。

そしてこれは衰退しながらも，その生産が持続されて

きたが，昭和30年代に入っての燃料革命によって，そ

の経済基盤は根底からゆさぶられた。当時としては，即

刻用材林業への転換が困難なため，必然的に伝統的な暮

らし力為ら新しい経済榊造への転換が迫られたのである。

ち熊うどこの時期において，高度経済成長が本格化す

るに及んで，隣接豊田市を中心とする自動車関連産業の

発展は目覚ましく，数多くの新規労働力を必要として

いた。このことが，東加茂郡の新しい経済を生む決定的

な条件となった。それは，近郊山村的条件によって，自

営勃鐸から通勤兼業へと内容的変化を伴いながらも，き

わめて早くその転換が行なわれた。

昭和45年の実態調査によれば，総戸数5,333戸のう

ち62％の3,331戸が通勤する（夫婦通勤707戸，1人

通勤1,476戸，2人通勤925戸，3人通勤199戸，4人

以上通勤24戸）に至っている。

こうした通勤兼業という形態力城立するのは，ある意

味では恵まれた地域とも考えられるが，ともあれ，地場

産業としての林業は，この時点から総体的に停滞を極め

るに至った。

しかしながら，こうした情勢変革にもかかわらず，そ

の底流には依然として地域産業としての林業振興を願う

一面が根強く残されており，その振興は郡民の切望する

ところである。

Ⅲ普及活動の展開

本県における普及課題は，①地域林業の組織化，②

省力林業の推進，③優良材の生産，④特殊林産物の振

興，⑤林業グループを拠点にした後継者づくりを地域

の実情に応じて弾力的に推進することとしている。

この地域では，優良材生産を指向しながら，短伐期集

約林業の体系化を進め，儲かる林業としての商品生産的

思想の啓譲を最迩点普及課題とした。

これの展開については，地域ぐるみの体制を確立する

ため，情報化時代に即応した「林業ムードづくり」をキ

ャッチフレーズとし，進展を図ることとした。

山村においては，穣極的に自らの手で山を，林業を考

えようとする意志が少なく，創造性や計画性を欠く嫌い

があるため，まずは創造的思考と，行動意欲の高揚を図

る努力が必要である。琳業ムードづくり」はこのため

に必要であり，住民の内在的発展力を助長かん養せしめ

る指導方向が必要とされる。

そしてこれを進めるには，県一町村落今森林組合の三者

一体となった活動の展開が要請される。従来の林業行政

は，ややもすると森林組合を中心に展開されることが多

く，町村とのつながりは薄い傾向が見られ，普及客体へ

の浸透を欠くこともあり，広域化，協業化等集団機能の

育成を指向する段階で，一つの障害ともなっている。

ここにおいて林榊事業の実施は，その基礎を作ったも

のとして評価でき，これを機に地域ぐるみで林業振興を

思考する場が設定された。「林業ムードづくり」はこの

延長ともいえる。

Ⅳ林業施策（林構）と普及事業

林業をめぐる厳しい環境の中で，林業生産の発展を模

索する一つの手がかりとして，当地域の林織事業は始ま

り進められたといえる。その成果は全国的規模でみるな

らば微冷たるものにすぎないとしても，関連識世策が進

められていることに表われているように，停滞から脱皮

する芽を，それなりにつかんだものとして評価できる。

しかし一次林構は，生産対策事業を中心に実施され，

経営辮登の改善は従とされていたため，地域全体をとら

えるには，やや難点がある。このため，当指導区，下山

村野原地区の林構特認事業としての磨丸太生鐵‘設設置

事業をとらえ，行政施策と普及活動の内容について述べ

ることとする。

1．普及母体への事前指導

野原地区は，下山村でも肥沃な地域で，林業経営に対

しても意欲的なところである。

づ
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昭和31年13名の購成員で発足した林業グループは，

この地区のリーダーとなっている。

普及はこれを拠点に展開されたが，林業情勢の悪化も

あって，その活動は思うに任せず地域林業としての指標

も容易に見いだすことができなかった。しかし「林業ム
ードづくり」の旗頭として，優良材生産が普及啓蒙され

るに及んで，新しい経営改善意欲が芽生え，積極的に施

策を活用する姿が見られるようになった。

昭和46年林榊事業の実施に伴い，クラブは，椎茸生

産を目標とする野原協業体と優良材生産を目標とする磨

丸太生産組合の目的集団への発展的解消をみたが，この

間クラブによって培われた共同の梢神，相互信頼感は，

集団としての活動素因を作りあげ，地域としての自主的

活動，自主的意欲をかん饗し，集団による機能的活動を

も助長せしめてきた。

このことは，昭和36年の自動車協業体の設立，次い

で40年には部落内の野原川を利用した観光鱒釣りと椎

茸をセットした観光組合の設立等にみられ，いずれもク

ラブ員がその主体を占め，林業詮生活の基盤とした改善

が図られていることに見受けられる。

こうした母体の養成は普及事業の推進によるところ大

であり，自主的な改善意欲が醸成されていたことは，林

構事業の導入を容易にせしめた。これはまた施策に対す
る事前啓蒙の重要性を端的に表わしている。

2．施策（林構）を活用した普及効果

優良材生産体系は,直接的には林構事業による昭和48

年度設置の磨丸太生産施設(2,877,700円）の導入で始

まったが，このことは手段であっても，実質的な生産体

系とはいえない。優良材生産は，その基盤の造成が肝要

であり，地域ぐるみで取り組む真の協業体制の確立がな

くてはならない。このことは，事業導入時の体制固めは

できても，事業実施はもとより，事業効果を引き出すア

フターケア等，一連の普及指導の必要性が要請される。

ここにおいて行政と普及は，十分な連携を保つことが肝

要とされてくる。

幸い林構事業においては，県・村・森林組合が，相互

理解と協調のうえにたった地域ぐるみでの計画実施体制

が整えられた画期的なものであったことから，このこと

を容易ならしめた。

一般の行政施策が一方通行的事業消化を示す中で，林

構は地域林業を総合的にとらえるため，普及事業とは密

接な関連性を有し，それは，普及の場としても客体が集

団的であること，計画実施ができることなど，濃密普及

体制をとる理想的要素を持ち合わせている。

普及活動は，こうした有職的関連から造林保育技術の
確立，磨丸太生産および加工技術の向上，生産物の販売

対策,優良種苗の確保等をその到達目標として三者一体
となって展開した。

Vむすび（普及と行政の連携）

林業経営改善を図るための各種行政施策は，このとこ

ろ急激な進展をみせ，それはかなり細かな普及事業的要

素をも取り入れ，普及事業に先行する感さえ抱かせてい

る。「普及と行政は車の両輪であり，普及は行政に対す

る需要を把握し，行政に反映させる」といった基本理念

も，その効果促進のためには，普及の立場からも主体性

を失うことなく，関連諸施策等の活用が望まれてきてい
る。

一般的に，行政施策はメニュー方式であり，予算枠内

で短絡的反応を期すこともあって，事調上現象をきた

し，その効果を見守る姿勢に欠ける嫌いがある。これに

対し，普及力鐵育的創造的手法によって，常に客体の側

に立ってその経営意欲改善の高揚を図る一環した指導展

開のため，その効果も期待されるものがある。

しかし，行政施策の多様化は，普及が行政へ埋没する

傾向をも示し，「普及が先か，行政が先か」といった現

実論に悩むことが多く，発展的展開を鈍らせてもいる。

こうした実勢を踏まえて普及事業を進展するには，組

織・体制ともに検討する要素はあるにして普及も行政も

究極は同じであることから，いずれも独断専行はその目

的遂行が至難であり，その連携は密接不可分といえる。

このことは，いかなる施策も施策を施策として受け入

れ得る客体があってこそ，はじめてその効果が期せるこ

と，．また普及のみの立場では困難なことも，施策が誰ぜ

られることによって，その解決が容易になるといった相

関性が認められるにしても，行政と普及が接合しない局

面もあることから，普及の主体性を失うことなく，相互

補完的に推進する必要があると思料される。実践の場で

･は，普及の立場から施策と施策を結び合わせ，また施策

の隆路を埋めながら，普及本来の目的に到達する努力が

肝要であり，そこにその効果が期待でき得る。

普及は人であり，また人づくりである。客体の心中に

飛び込んでこそ，本来業務も，主体性も貫け，行政にお

ける普及の位置も確立される。それは普及員の自覚なく

して実行できないことであるが，絶えず林政全体の中で

の普及事業の役割を考察し，業務遂行を図るよう努めな

ければならないと思考している。
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定し実験計画法による主効果を検討したものである。

以下，試験方法，試験結果（薬液吸収量，含水率経

過，材而割れ，内部割れ,PEGの浸潤量と浸潤長，薬

液浸演中の水分傾斜と歪量,PEG処理乾燥材の水分傾

斜と歪量）について詳しく述べられているが，多くの有

効な因子が見いだされたとしている。

すなわち，①処理方法としては，塗布よりも浸漬ま

たは加圧注入処理のほうが有効である。②PEG処理材

は，高温低湿スケジュールによって，割れることなく速

かに乾燥できる。③PEG処理材は無処理材と同様収縮

するが，材表層部の歪量は小さい。また処理材は，鉋削

後，吸湿，放湿を繰り返しても材面割れば生じない。そ

の他，本試験において,PEG,乾燥スケジュール，圧

締乾燥など各処理条件のなかから，材面割れの抑制に有

効な因子を見いだすことができたとしている。

山村と過疎問題（上）

↑
』

九大農黒田廸夫

林業経済NO63141974年12月P1～14

山村は，近年いろんな方面から注目を浴びるようにな

り，とくに昭和40年の山村振興法の制定以来，山村問

題ないし山村の過疎問題について，実態調査や研究が山

村振興調査会を中心に精力的に推進され，多くのすぐれ

た研究成果が公にされているが，研究が深まるにつれ，

いろんな見解がうち出され，議論が渉話Lしてきていると

して，筆者は，これらの有力な諸説を整理しながら，筆

者の見解にもとづき，主として九州の山村の実態をふま

えて，山村の過疎問題をとりあげている。

展開の順序として，最初にわが国の山村の現状を概観

し，ついで過疎問題の発生以前の山村社会の構造的特質

を主として戒野真夫氏の封鎖的山村社会モデルに依拠し

ながら明らかにし，このような山村社会がどのように変

貌し，過疎問題を発生させるにいたったかを（以上本号

において)，九州の山村の実態を通して考察し，最後に

山村振興の問題点を摘出しようと試みている。

自動造林機械（ポットプランタ）の開発

北見営林局谷敏雄

スリーエムマガジンNo.1661975年1月P20～23

琴
ｒ

大型機械を利用して，一連の造林作業の実施を計画

し’その機械の開発に昭和47年から取り組んできたが，

今年度置戸営林署で実験するにいたり，その実験結果の

報告である。

そのねらいとするところは，地ごしらえと植付け作業

の同時化，植付けの自動化，多連式による能率アップに

あり自動造林機を開発するにいたったが，それは，トラ

クタ本体と，前部に筋切機，後部にポットプランタを取

りつけたものである。植付け方法は，列間21n,苗間

1.5mとし’プランタ鎮圧戸一ラに無段変速機とマイク

ロスイッチをセット，一定の間隔にくると苗間伝達ブザ

ーが鳴る仕組みで，ブザーが鳴ると植付け手がオプナー

（土除け）にポット苗を入れる。これを後部鎮圧ローラ

により，誌木の根元に土寄せと士固めをして植付けが完

乾燥による割れの防止試験（1）

－針葉樹心持正角のPEG処理一

北海道林産試大山幸夫奈良直哉

林産試験場月報No.2751974年12月P1～5

ロ

針葉樹心持正角の乾燥による割れを防止するため，予

備試験において，ポリエチレングリコール(PEG)は

じめ数種類の無機塩化物を塗布または浸漬処理を行なっ

たが,PEG処理がもっとも効果的であることが確認さ

れたので，本試験では，このPEG処理による適正条件

を得るための過程として，まず，主要な因子と水準を設
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了することとなる。

本機は，実験結果から①林地での適応性がよい。②

安全上問題点がない。③作業能率がよい（手作業によ

るポット苗付けに比し，約10倍の能率アップ),として

いる。

スキー場適地の選定

アジア航測淵本正隆後藤元

測量24-121974年12月P4～9

地図や現地調査なしでも空中写真とコンピューターを

手段としてあるレベル（概略）での計画，設計が可能で

あるという考え方に立ってDigitalPhotoMapシステ

ム嘩礎資料作成のシステムとして空中写真から直接

的，かつ自動的にデータを解析し作成するもの:DPM)

を開発し，具体的な作業に応用したものである。

このDPMは，スキー場開発に限らず，他の計画，設

計においても-1-分適用が期待できるとしている。

本文は，「草津白根，横手地区におけるスキーエリア

の検索と可能容量の検討」に基づき再織成したもので，

以下，スキー場開発適地の条件，検索システム,DPM

システム，適地情報の分析，オルタナティブ（比較案）

の検索の項目別に写真，図表を入れて具体的に説明され

ており，最後にオルタナティブの評価として，ファクタ

ー・プロフィルが作図され（各条件ごとに対象プ戸ツク

の最高，最低が相対化され)，これに基づいて総合評価

をするものである。

塩化加里を中心とした

第三回目のクズ退治の実験

岩手・衣川村佐々木昇

岩手の林業N0.2061974年12月P5～6

●

ｆ

過去2回の実験にもとづき，クズを完全に枯殺させる

にいたった経過報告である。

その手順は，①クズ株の根元の周囲を唐鍬で浅く掘

る,②クズつるを根元の状態によって，地表，あるい

は地表よりやや低い位置で水平に切断，③塩化加里を

5～109施用，④厚手のビニールで中央が凸型になる

ようにする（凹型になるのは不可)，⑤覆土,2cln以

上で多いほどよい，⑥強く踏圧する，というものであ

るが，凋上加里1袋(20kg)あれば300株のクズは退

治できるとしている。

《
》

地域保全計画の考え方とその手法

プレツグ研究所板橋昭夫杉尾伸太郎

国立公園N0.3011974年12月P5～9

シイタケ原木造成試験

一途中経過と考察一

宮崎県林試田中勝美

山林No.10881975年1月P34～41 地域の土地利用計画，とくに保全計画について，その

あり方，考え方，手法を実例に基づいて提案している。

まず，保全計画の理念（自然環境をどうとらえるか，

保全をどう考えるか，計画とは何か）について述べ，そ

の中で，保全の概念を広義にとらえて，保護，保存，保

続，緑化等の概念を含むものとしている。ついで，保全

の手法（システムズ・アプローチ，従来の方法)，シス

テム・プランニングの鱗成（軸の設定，軸の評価，保全

計画）が述べられている。最後に，ケーススタディとし

て，能登半島地域，若狭湾地域，山形県の事例検討（前

二者はメッシニ手法により，コンピニーターを使用した

ものであるが，後者はメッシニ手法によらず，アナログ

型のままでデータの加工，評価，統合を行なった）を行

なった要約がのせられている。

○岩井要:H型索張方式による全幹空中集材作業

林材安全No.3101974年12月P34～36

○西田不二夫：環境影響評価について

国立公園N0.3011974年12月P1～4

現在，乾シイタケ生産地はクヌギを主としてコナラを

使い，生シイタケ生産地は。ナラを主として使用して､、

るが，クヌギはコナラより成長が早く，単位当たり蓄積

も多く，シイタケは肉質が厚く生産量も多くコナラより

優良とされているところから，人工造林の容易なクヌギ

を第1目標として研究の対象としてとりあげ，研究をす

すめている。

試験は，単なる部分技術的なものでなく，クヌギの一

代について種子から伐採，二次林の造成，クヌギの発生

量を含めた一連の組繊的な研究が試みられている。以

下，林地肥培試験について，幼齢林肥培（施肥童，施肥

法，施肥効果)，成木林肥培，植栽本数密度と肥培，根

切り，台切り，山出笛，萌芽造林・育種の項目に分け

て，具体的に経過報告が行なわれている。

《
］
｝
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衛星データの林業への応用

ゴードンR.ヒース

本稿はGordonR.Heathの"ERTSDataTested

forForestryApplications''(PhotogrammetricEn･

gineering,1974年9月号）によった。ヒース氏もいう

ようにERTS[注〕データからは森林調査が可能であるの

に加えて継時的な情報が得られ，森林の変貌する状態も

わかるという利点がある。したがって今後その利用は大

いに増大するものと考えられる。

〔注]ERTSとはEarthResourcesTechnology

Satellite(地球賢源実験衛星）の略である。

はじめに

著者（ヒース）は林業専門家に対しERTSデータの

価値を決めるNASA研究者チームを指導した。種食の

テストは林業専門家の関心を示す14の林型と土地利用

型が妥当な正確度をもって分類されうることを示した。

これらの分類においてコンピニーター法が普通の画像解

析法より優れていることが判明し，そのうえ虫害や火災

被害がこのデータで判読できることがわかった。このタ

イプのこれからの衛星方式は現時の継続的な森林調査や

多くの一時的研究を約束し，管理能力改善に大いに寄与

する。

緒言

ERTSデータを評価するためL.B.ジョンソン宇宙セ

ンターは1973年にこの歴史的衛星から得た初期データ

について大規模な訓練的研究を開始した。著者は幸いに

もこの広範にわたる研究分野で林業チームを指導した。

このチームは，森林調査において革命的新概念であるよ

うに見える，この新しい資源調査法によって独自な科学

的観察を行なうことを求められた。

このチームは東テキサスのサム・ヒューストン国有林

の一部を試験地として利用した。この調査研究は東テキ

サスのマツ林で行なわれたとはいえ，その結果は残余の

南部のマツ地区森林に広く適用される。またこの結果は

国の他の森林には応用されるところが少ないとはいえ，

それらは何が期待されうるかを一般に示すものである。

チームはERTS画像から林型図を作製するために普

通の写真判読法を試みたが，しかしこの努力はほとんど

不成功に終わった。これは求められる膿淡区分のすべて

を肉眼で見分けることが不可能であったためである。そ

こで衛星の遠隔通信装置から送られるデータ・テープを

使用し数様式のコンピューター援用法を試みたところ，

これらの方法がはるかにまさる可能性をもつことを立証

した。

これらの方法の最も簡単なものは赤，緑および青の3

つの異なった色で表示される3つのチャンネルを電子観

察装置により合成する方法である。こうすることによっ

てカラー赤外写真と類似な画像あるいは必要に応じて強

調した望ましい画像を創り出すことができる。

さらに複雑な方法はあらゆる類似の波長と明暗度のも

のを群化するコンピニーターによる群別評価法〔注〕の利

用であった。これが地貌のすでに知られている図との比

較により地表の特徴を表わす地図を作製したのである。

〔注〕各チャンネルの濃度を電位差に変えてコンピニ

ーターに送り同一林相の各波長別の反射率を考慮に入

れた演算を行ないその結果を色別に表現する方法であ

るo

三番目で最も複雑な方法はLARSYSと称されるバー

デュ大学法であった。これではコンピューターが既知の

地表諸状態を正確な名称で分類できるように訓練されて

いる。かくして求められる林相が，もしそれが差異を示

すスペクトル特性をもつならば，自動的に図化されるの

である。幸いにも大部分の林相はかかる特性を持ってお

り，困難ではあるが，林業専門家の希望する樹齢級や健

全度または類似樹種間の区別のような微細な分類と取り

組むだけとなっている。図剖の示す実例は群化を試み

た森林図化の結果であり，また図－2はそれと比較のた

めの現地調査図〔注〕である。

〔注]Groundtruthといい，航空機または地上踏査

によって対象物のスペクトル特性を測定したもの。

伐採跡のマツ桧織地に生じた広葉樹のおびただしい萌

芽のためにコンビニーターが更新地を広葉縦淋と誤認し

た多くの例に気村くであろう。

コンピニーターが作成した図の1日潅度を判断すること

は困難であった。単に分類された面敬だけをそれが正確

か不廼潅かを個為に数える方法で達せられる正砺疫は74

％であった。これでは大体画潅だというだけであって類

別の点では信頼のおけないうらみがある｡また14種類の

林型図の作製は，これははるかに容易なわずか2～3種

類の図に比べ，困難な仕事の割には信頼がおけない。事

実もし単に3つの林型に区分されるだけでも正確度は
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図－1群化と呼ぶコンピニーター技

術によって作製した林型図

（サム・ヒューストン国有林）

図－2左と同一場所の現地調査図

（これによりコンピニーター

図が評価される）

90％台に高まった。これは最初の試みであり，さらに

高い正確度が技術進歩とともに期待されてよい。

掘出し上手(Serendipity)

また地表の軽火災跡がERTS画像で発見されうるこ

とが知られた。あるとき販売用木材生産に先立って粗朶

を除去するために火入れが行なわれた。火入れは．1972

年10月中旬に起こり同年11月27日の雲なきERTS画

像に発見された。火は約40haを覆っていた。このとき

小径木の若干は弱められ枯れるものさえあり，林分を通

じ針葉のある部分は褐色に変じはじめていた。しかしス

ペクトル変化のおもな原因はおそらく大部分の林木の一

時的衰弱であった。その結果は別の赤外カラー合成写真

（健全林木を示す）上に黒い汚点として表われた。この

軽火災が記録されたという正確さはERTSデータが将

来火災被害影響調査－それは大火災周辺の図化を求め

る－に利用される可能性を示す。

この研究過程中に可ツせん孔虫が試験地に襲来し，も

しそれが検出できたならば非常に有意義な発見であった

はずである。しかし林木は小グループー普通1haよ

り小さい－で枯れておりERTS検出の面積より小で

あった。しかし，たまたま約2haのマツ林が枯損して

いるの力職出されていた。

ERTSによる継続調査

以上に述べた森林調査図作製の可能性に加えてERTS

データは継時的情報を与える著しい利点をもっている。

これは視感またはコンピューターによる同一時刻，同一

縮尺の継時的な記録によって可能となる。また植林，伐

採，病虫害のような変化状態の仮調査に好機を与える。

かくしてその状態の手遅れ前に制御手段が講じられるよ

う事前調査される。この例として，北西部での毒蛾や北

東部におけるトウヒ芽虫蛾の被害が思い出され，そこで

もしERTSデータがそのとき適用されていたら役立っ

たに相違ない。

また種為のコンピューター技術が結合されるならば繰

り返し情報の能力は今まで予想だにされなかった規模と

範囲にわたる森林調査を今後可能にする。この一連の情

報は非淵に改善された管理実施に対し好機を与えるだろ

うし，これはまた需給均衡と物資不足防除に役立つにち

がいない。

可肖雛

森林調査に対し好機を与える新時代は間近にあり，林

業専門家はそれに備えて善処すべきである。この新概念

は新技術とコンピニーターに多額な投資を必要とするの

で直ぐには実現しないであろう，がしかし計画と技術の

改善は今から開始すべきである。

三井鼎三

《
一
炉
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■昭和48年度

林業試験場関西支場年報N0.15

農林省林業試験場関西支場昭49.7B5判55P

内容を目次から

I研究の動向

1）昭和48年度試験研究の動向

2）昭和48年度研究目標および研究項目表

Ⅱ研究の大要

（共同研究）

1）農林漁業における環境保全的技術に関する総合研

究

2）合理的短期育成林業技術の確立に関する研究

3）マツ類材線虫の防除に関する研究

（各研究室の試験研究）

Ⅲ研究の実施概要

1）新重山ヒノキ人工林皆伐用材林作業収穫試験地に

ついて

2）七ケ所山クリその他広葉樹用材林作業収種試験地
について

3）人工林施業法の解明について

4）宮島国有林のマツ枯損調査

5）肥料木の害虫に関する研究

Ⅳ研究発表題名一覧表（昭和48年度）

V参考資料

（配付先，関西地区府県林務関係部課，都道府県公立

林試，各林木育種場，各営林局）

■昭和48年度業務報告第13号

関西林木育種場山陰支場昭49.11B5判95P

本報告の内容を目次からみると

I育種現況

1）精英樹等の選抜と蒐集

2）樹木園，採種園，採穂園の造成現況

3）検定林等設定現況

4）用地利用区分

Ⅱ調査，資料，報告

1）スギ緒英樹等の特性調査

2）採種園に関する試験

（1）マツ採種木の仕立方試験

（2）ヒノキの環状剥皮とジペレリン処理試験（第2

報）

3）採穂園に関する試験

（1）ヒノキ採穂台木仕立方試験

（2）採穂園施肥試験

4）次代検定林調査

（1）次代検定林生長調査

（2）地域差検定林生長調査

（3）参考林生長調査

5）害虫の調査

（11ヒノキカワモグリガの生態について

（2）ヒノキカワモグリガの予防試験

6）天然スギの逝伝的特性の調査研究

一さし木苗，つぎき苗の生長比較試験一

7）さしき増殖試験

（1）スギさしき試験

（2）ヒノキさしき試験

（3）採穂台木処理による発根向上試験

8）交雑試験

（1）交配茜山地植栽試験

（2）交配苗試験林設定

（3）スギの交配について

9）緑化樹の蒐集と育成

10）個体間競争についての試験

11）昭和48年度気象観測

Ⅲ昭和48年度業務概要

（配付先，関西地区府県林務関係部課，同試験場，各

営林局）
,一夕＝”‐”一夕－グー”－〃ー〃＝”＝クークー〃一”ー”一夕＝〃～タークークー〃ー"一クータ”クーグークークーゲーク

(P18つづき）
参考文献

1）加藤・真部・石井:TFP･DPA混合剤によるク
ズの防除，雑草研究12号49－52（1971）

2）真部・石井・伊尾木･山田:TFP混合剤による
クズの防除，雑草研究会12回誠演集（1973）

3）山田：クズ対象茎葉散布剤「クズノック微粒剤｣，
林業と薬剤No.479～15(1974)

4）林業試験場場報No.114(1974)

－37－



筐
一
三
三
三
三
三
三
畠
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
二
三
一
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
一
三
隔

属
い
め
採
泥
プ
な
法
陸
諸
お
い

州
説
畦
牝
畔
握
緬
燕
鍵
砺
執
錐
匪
歴

一
胆
一
一
幸
丑
一
一
一
一一

現
用
雑
呼
榊
蝿
蝿
辨
濡
浄
岬
醍
。
札
蝿
郵
韮
。
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技
技
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‘
す

Ⅷ
上
資
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た
坂
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上
国
り
ま

一
一
鋼
玉
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三
一
三
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Ｆ
匡

竺
三
言
三
差
言
窒
三
三
三
三
壹
垂
三
三
菫
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三
三
三
三
一
三
壱
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三
三
三
一
三
三
三
三
言
臺
三
三
三
薑
一
三
一
三
言
室
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
詞

劇

ヤ

一

亀J超蜜喫 麗鞠唾､､削圃'だ，ま
、
』

外
材
輸
入
と
国
際
協
調

昭
和
四
十
八
年
に
勃
発
し
た
中
東
戦
争
を
契
儀
と
す
る
Ｏ
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
蒲
国
の
石
油
戦
略

に
よ
っ
て
、
世
界
経
済
は
深
刻
な
衝
撃
を
受
け
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
費
源
の
制
約
か
ら
、
多
く

の
国
で
経
済
の
停
滞
、
政
局
の
不
安
定
が
続
い
て
い
る
。
と
く
に
、
資
源
に
乏
し
い
わ
が

国
経
済
の
受
け
た
影
轆
は
き
わ
め
て
厳
し
く
、
昭
和
四
十
九
年
は
、
こ
れ
ま
で
の
高
度
成

長
か
ら
一
転
し
て
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
今
後
と
も
、
従
来
の
資
源
多

消
費
を
伴
う
高
度
成
長
か
ら
、
資
源
の
制
約
に
よ
る
低
成
長
に
よ
っ
て
、
福
祉
の
向
上
を

図
っ
て
い
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
環
境
条
件
に
対
応
し

て
、
資
源
需
給
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
な
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
、

国
際
協
調
に
よ
る
海
外
資
源
の
安
定
的
確
保
を
図
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

木
材
資
源
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
は
、
恒
常
的
に
相
当
量
の
外
材
を
輸
入
せ
ざ
る
を
得

な
い
状
況
に
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
産
地
国
に
お
い
て
は
、
国
内
の
木
材
工
業
育
成

等
の
観
点
に
よ
る
丸
太
輸
出
規
制
が
広
が
る
傾
向
に
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
資
源
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
高
ま
り
も
み
ら
れ
、
わ
が
国
に
必
要
な
外
材
輸
入
を
碓
保
す
る
た
め
に
は
、
価

格
の
安
定
化
、
長
期
契
約
の
締
結
、
製
品
輸
入
の
拡
大
、
林
業
開
発
へ
の
経
済
協
力
等
に

よ
る
国
際
協
調
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
の
わ
が
国
の
木
材
需
給
の
動
向
を
み
る
と
、
経
済
変
動
の
影
響
を
受

け
て
、
木
材
需
要
量
は
著
し
く
変
動
し
て
い
る
が
、
国
内
供
給
量
が
き
わ
め
て
硬
直
的
で

あ
る
た
め
、
供
給
量
は
す
べ
て
外
材
で
調
整
さ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
四

十
八
年
の
外
材
輸
入
量
は
、
四
十
七
年
末
か
ら
四
十
八
年
末
に
か
け
て
の
住
宅
建
設
の
著

し
い
伸
び
に
支
え
ら
れ
て
、
対
前
年
比
二
○
・
五
％
増
の
七
、
五
三
七
万
㎡
と
な
り
、
木

材
供
給
量
に
占
め
る
比
率
も
、
前
年
の
五
九
％
か
ら
六
四
％
と
高
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
四
十
八
年
末
か
ら
は
、
公
共
投
資
の
繰
延
べ
、
金
融
引
締
め
等
の
影
響
に
よ
る
景
気

の
後
退
に
よ
り
、
木
材
需
要
が
激
減
し
、
外
材
に
つ
い
て
も
港
湾
滞
貨
鐘
が
増
大
し
、
輸

入
愈
を
抑
制
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
四
十
九
年
の
通
関
統
計
に
よ
る

丸
太
・
製
材
輸
入
愛
は
、
十
一
月
ま
で
の
実
絞
で
、
対
前
年
比
六
％
減
と
な
っ
て
い
る
。

（
四
十
八
年
は
対
前
年
比
一
七
％
増
で
あ
っ
た
。
）

こ
の
影
響
を
最
も
大
き
く
受
け
て
い
る
木
材
産
出
国
は
、
経
済
水
準
の
低
い
東
南
ア
ジ

ア
等
の
開
発
途
上
国
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
・
－
シ
ア
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
の
三
国
は
、
四
十
九
年
末
に
、
木
材
輸
入
の
安
定
化
を
目
的
と
す
る
連
絡
会
議

を
開
催
す
る
に
至
り
、
東
南
ア
ジ
ア
木
材
生
産
連
合
（
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｐ
Ａ
）
を
結
成
す
る
準
備

を
進
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
今
後
、
木
材
需
給
が
緩
和
さ
れ
た
場
合
に
は
、
輸
出
制
限
、

価
格
協
定
等
に
結
び
つ
く
懸
念
も
十
分
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
材
輸
入
の
実
態

を
み
る
に
、
結
果
と
し
て
は
、
わ
が
国
の
経
済
事
情
に
よ
る
無
秩
序
な
輸
入
が
、
産
地
国

に
多
大
の
犠
牲
を
強
い
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
長
期
的
に
は
、
国
際
協
調
に
基
づ
く

安
定
的
な
輸
入
体
制
の
確
立
が
必
要
な
こ
と
は
、
論
を
待
つ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、

早
急
に
こ
の
面
で
の
対
策
を
識
ず
る
必
要
が
あ
る
。
（
Ｈ
生
）

~

ノ
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W
写
＝

＝

林業関係文献の桧
▲

宣

言

工

譽最近，林業関係文献の複写利用についての要
皇

§望が，公立林試を中心に会員のあいだで強まっ
書

＝ています。又‘
亨

呈当協会では，林業試験研究推進を援助する趣
令
書旨から，国立林試と連携をとりながら，この要
工

雲望に応じていくことを検討し，国立林試の理解
頁
＝

eと指導のもとに，目黒本場に所蔵されている資
耆
言料を公開していただくことになり，昭和46年5
丁
=皇

三月から，まず最初に，おもに公立林試を対象に
▲

号文献複写サービスを実施してきました。
言

を実施開始後，約4年を経過し，業務の処理も
言

冒ようやく軌道にのりはじめましたので,ここに
二

言「利用要領」を広告し，このサービスが広く活
凸
宜

重用されるようおすすめします。
■
W

二
.＝．

利 用要領
凸
五
＝

言1．複写の範囲
y
壱

三国立林業試験場本場に所蔵されている資料
■

÷2．申込承先
三

畳国立林業試験場調査部資料室．
皇
害

冒 東京都目黒区下目黒5-37-21
言

電話03-711-5171内線246
＝

二

■
叉一

三3．申込承
邑

豐上記調査部資料室に準備している用紙（蚕
ニ

ニたはそれと同じ様式のもの）を用い,所定の
皇

晟事項を記入してください。
旦

言

言なお，この用紙のサンプルは，国立林試の
宙

掌
麺叶11'0Ⅲ11穆臼II1bII川I■則lO1IIlIli心qIIjl1I卜II1p判oI11IIUO1レロⅡ'011‘lIIp咽lⅡ1111"順■110Ⅲ0111■叫

11,11!■H1)'lill'0irml1'olll'IIBMIIIIIIIIIIDQ1IIwIl''llbpil!IIIII1'1lﾄdll'!11'II1DHIoIII11I'1Fql1O111,IIIDHI1I1111'11|k日II0IIIoIIIndl'lllll'llldgl'1111川I津個‘11Ⅲ！'Ⅱ侭■IIIIII1111P囲竺
三
＄

サービスについて＝
丘

▼
ニー

ニ

各支場調査室ならびに各公立林試にも届いて孝
男＝

い ます。二
号

4．複写部数＝書

串

互
1部とします。

=

a

5．所蔵雑誌の問合わせロ
ーー

ニb

このことについては,上記調査部資料室ま再
＝

たは各支場調査室に願います。二
■
▼

6 ．複写と発送冒
座

上記調査部資料室で申込象内容の点検と複皇
三

写現物の確認の終わったものについて，同室9
＝

三

の指導のもとに，当協会文献複写係（同室内高
A

に設置）は，複写と発送業務を担当します。三
色
W

7 ．複写単価宣
言

コピー1枚50円（用紙の大きさぽA5.B2
二
一

4の2種，単価は両者とも同一価格）亨
二

8．送料
、
且

申込承者が実費を負担。＝
画

エ

9 ．経費の支払い菅
書

毎月末に，当協会から，その月の分についヌ
．言

＝

て,見職請求書を届けますから,それにし壷
呈

たがって，下記あて支払ってください｡=
午
且

＝

支 払い先菩
更

日本林業技術協会皇
亨

子

（霊姦濤整雲鑑識支言）：
■

坐

なお，300円以下の場合は郵便切手でも結言
雪

星

構 です。皇

林業関係文献の複写サービスについて

心
一
《

~一

▼

首

'llli''回剣111‘11川i田p{''01111111号目i1l''lll'11功名I'IIIII0'1卜呵III'114III種昭1川III'111qmllO111'IIIpqlilllll'ilkql'0i1)0I1I膨品,001IIII0(Iド国IIIIIIIIIIPUIIIIIII'11円■ll''II0'l11|町固II11111111'国駁't(lllIIIIPg''llllⅧ項念
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？~臺篁簔篁…差11
壷本会は,林業技術の向上に貢献し,林業の振興にa林業技術に関する現地実施の業績11
器功績があるものに対し,毎年林業技術賞ならびに林林業技術奨励賞はつぎの各号の一に該当するもの婁
璽業技術奨励賞を贈呈し表彰しておりますが,各支部で現地実施における技術,もしくは調査研究または話
巽におかれましては本年度の受賞候補者のご椎せんを著作の内容が,とくに優秀であって,引き続き研さ：：

んすることによって，その成果が大きく期待される雷
｡P

鮒 3月末日までにお願いいたします。籠
器なお,林業技術賞は次の各号の一に該当し,その業績を表彰の対象としております。冊

’、林木育種ならびに育苗に関する最近3カ年以内豊
画一

篭技術が多分に実施に応用され,また広く普及され，‐．
‐ q■‐‐

iiあるいは多大の成果をおさめて林業技術向上に貢献の業絞菫
藷したと認められる業繍を表彰の対象としております。 2．森林施業ならび空中写真測鐡に関する最近3カ冊
■ロ ロﾛ

語1．林業器具,機械設備等の発明考案またはその年以内の業績鑿
ロ ﾛ毎画

著しい改良本質は，その結果を毎年5月に開催される総会の菫ロp

Bp
4■ー ロ9

重2．．最近3カ年以内における林業技術に関する研席k発表し,表彰を行ないます。；；
画 ■‐■、

翌究，調香の報告または著作塁ロ ロP－

UB呂呂

拳第21回林業技術ｺﾝﾃｽﾄについて；：
‐ ‐■一
一‐■②

11本会は,わが国林蕊の蕊一線で実行震た砿指導に（''担当区主任,事業所主任またはこれに準ず零
籠従事して活躍している林業技術者が,それぞれの職る現場関係職員‘ﾛﾛﾖ
萎域において,林業技術の業務推進のため努力し,そ（2）林業改良指導員(AG)あるいは,都道府妻
Q g｡‐

:8の結果得た研究の成果や貴重な体験等について具体県有林機関の現場主任またはこれに準ずる現妻
一一 Q■

籠的にその事例や成果を発表するために,林業技術． 場関係職員詔
■ ■二二

器ンﾃｽﾄを開催しております｡そして審査の結果， （3）森林組合その他団体，会社等の事業現場で雲
の■

11林業技術向上のために効果があり,成綴が優秀と認働く林業技術員語
本年度は，4月20日までに各支部より，ご椎せ出

口■

霞められた方を毎年総会の席上表彰しております。．．
■ ■。．

il参加資溶者は，本会の会員であってん方お願いいたします。篭
1W==w"皿哩ﾛ1句堅堅聾哩哩寡口型型§理0･再堅哩盟理埋車q9理醗咄口I弓昌溌:咄咄昌亭耳溌撫咄昌宅:洲脇:開ggg::3:::3:::|宰裂蠅捌:侶宰閉淵淵|::呂語淵；1口1口準｡…Ou0m0－‘O･…0…0･D-JOOO”00000．－季…0000010-一”o0D00000一ヱﾛﾛ”o”p0DOoーB618"O0COOF記口,OoOUG8101”’0…0100･■0口,ﾛ"･0008000口一…000,009‘口嘩qpw0f

1/28～29前橋〃堀常務理事

協会のうごき1/29～30秋田〃福森理事長
し林業技術編集委員会q

◎昭和49年度第3回常務理事会1月16日（木）本会会議室において開催

昭和49年12月18日本会会議室において開催出席者：熊崎，高田，中村，西口，弘中の各委員と，
凸

識題業務進捗状況について本会から，小田，小幡，八木沢，福井，寺崎

◎昭和49年度第3回常務理事会

昭和49年12月18日本会会議室において開催

議題業務進捗状況について

出席者福森，小田，堀，伊藤，大福，大矢，篠崎，

塩島，園井，高見，森田，梶山，丸山，吉岡

松川，坂口

◎研究発表会の開催について

営林局主催の研究発表会は下記のとおり開催され，

本会より役員が出席し，賞状，記念品等を贈呈した。

1/17熊本営林局小畠常務理事

1/21～22大阪〃小田専務理事

1/23～24東京〃吉岡理事

1/28～29名古屋〃小田専務理事

昭和50年2月10日発行

林業技

編集発行人

印刷所

術第395号

福森友久

合同印刷株式会社

発行所社団法人日本林業技術協会
東京都千代田区六番町7（郵{毒番号102）

電話（261）5281（代)'--7

（握替東京60“8番）
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森林測量･調査。設引
一

砂防ダム測量･設計

境界測量｡地形図作成

林道測量・設計

索道設置測量
4

近畿地方一円での受注をお待ちしております。

直ちにお見積りいたしますので下記までご連絡

下さい。

々
鐸

㈱パイオニア測量設計イオ 星皀
R

■4

〒617京都府向日市上植野町8－1
TELO75(922)4306
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閾カールツァイスイーナ社製
《
塚

自動レベル

○精度±2.5mm/km

O対物鏡径30mm

○最大視準距離

75m±1rnm

○コンペンセーター精度

0.5秒

○重さ1.9kg

○価格13.3万円

－秒読みセオドライド

○仕様対物鏡401nm

O目盛盤径86mm

○マイクロ読承

1秒(推読0.1秒）

○鉛直自動補償

コンペンセーター精度0.3秒

○求心精度±0.3mm

○重さ4.5kg

○価格89.5万円(脚とも）

ｒ

旬

NiO25
e叩一転一重…蚕一

TheoO10A

パイオニア測機 〒'02東京都憩写需笙熱:’
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森林評価及川政一著新書判200頁￥800
叫氷地価の上昇が著しく，立木価値の多様化に
加えて，林地が別荘地やレジャー用地として林

業以外の目的に使用される傾向には目を雛はる

ものがある。そのため取引実例も千差万別であ

るが，こうした実情に対応して理論的に，しか

も実際にそくして解説している。

森林測定西沢正久著新書判350頁￥800

11章，73項，付表5からなり，測定の基本であ

る単位にはじまり，近代的森林調査に欠くこと
のできない空中写真，コンピューターにいたる

まで，およそ森林と林業経営にかかわるすべて

の測定法を網羅基礎理論を明らかにし，しか

も実際に役立つように解説してある。

林道設計夏目正著新書判23煩￥800

改訂5版48年4月，林道規程が改正された
のを機会に，新しい規定にそって，かなりの部

分を書き改めるとともに，新たに縦断曲線y表

2篇を加えたことは実務の上で一層役立つこと

と思われる。

林業法律中尾英俊著新書判240頁￥800
林業に関する法規範を体系化して解説したもの

である。従来，森林法律とは森林管理の法をい

うものと解されていたが，この本では森林管理

にとどまらず，産業としての林業を対象とする

法領域を確立したい意図から林業法とした。

森林法の軌跡筒井迪夫著A5.230頁¥2500

明治林政における民有林の管理編成，戦時木材

統制下における民有林管理編成の影響，戦後に

おける保安林制度の転回の跡をたどり，現在問

われている「森林・林業のあり方は如何にある

べきか」の課題に示唆を投げかけている。

伐出作業梅田三樹男編著新書判266頁￥900
計画・実行・合理化・資料の4篇からなり，こ

れらを細分し，それぞれ実際にそくして解説し

ている。主な内容は，伐出･計画の立て方，伐木

造材，集運材法，合理化の意義，作業研究，損

益分岐点，各種功程表，作業量，素材規格等。

自然保護と日本の森林大政正隆著￥800

世界の森林資源問題と我が国の対応

科学技術庁資源調査会編B5．400頁.｡¥4000

ソ連・ヨーロッパ・中国・大洋州・アフリカ・

北米。ラテンアメリカ・東南アジア。マレーシ

ア・フィリピン・インドネシア・南北ベトナム

・カンボジア・タイにおける森林資源問題・木

材の利用とその特徴・木材の輸出入など
ひみこ

卑弥呼の国の椎茸野郎吉井常人著￥1200

I一生をシイタケの研究に打ち込んできた著者

が，父祖3代にわたる邪馬台国の研究をまとめ

る一方，ついにシイタケの工場生産方式を開発

するにいたる浮沈のドラマは，ファンタズムを

秘めてヒミコの国から世界へと広がってゆく。

戦前期における木曽材経済史

一

萩野敏雄著￥1500

前史・官林時代・初期御料林開発時代・本格的

御料林開発時代・木曽材市場の展開の5章に分

け，木曽材にかかわる社会・経済，的展開の跡

を，ぼう大な資料にもとづいて詳述したもので

近代林業にも示唆するところが多い。

松くい虫の謎を解く－－松を枯らす材線虫と土

水母一伊藤一雄箸￥1200

松くb､虫は健全なマツを枯らすものではなく，

枯れを起こす元凶はザイセンチュウとツチクラ

ケであり，松くい虫は脇役としてこれにひと役
買っているにすぎないことを明らかにした。

自然保護・森林・森林生態

四手井綱英著￥900

森林の集団としての育成に関する認識に欠けて

いる点がしばしば見受けられることから，著者

は，群落としての森林を対象として生態学的に

考究しようと発想した。以来20年，著者の林業

観，森林観，自然観をまとめたもの。

日本森林立地図森林立地懇話会編￥2000‘

《
彰
併
１
１
１
，
Ⅶ
＃

森林土壌図，植生図，温量指数図，年降水量一

最深積雪図からなり，前2図はカラー，後2図
は透明紙に印刷されているので，土壊・植生図

の上に重ねて見ると，土壊，植生の分布と気象

因子の対応を観察することができる。

樹病学大系

伊藤一雄著Ⅱ巻;B5．302頁。¥4200

Ⅲ巻:B5･405頁。¥7000

通巻1,032に及ぶ図，写真を収録しているので

記述内容を具体的に理解することができる。

好評3版9項目75テーマをあげ次の3つに

重点をおく。資源保護と自然保護は表裏一体で

ある。自然林は健全で安定しているという考え

方は当をえていない。最近の目にあまる自然破

壊は日本人の自然観によるものである。

義章景8鑑43番蕊
画卜1’一 耐曇'2'｜●|農林出版桂式会社テ 3÷2:張 03(431〕0609‘･3922),東京者騰区新橋5-33÷2

2母
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1973年版

ODCによる

林業・林産関係国内文献分類目録

’好評発売中.ノ B5･777ページ・皮背極上製本･¥45,000

|’ 鞠

I墓蕊蕊溌雛識澪縦‘れで‘･雲,、
●当n本林業技術協会では、このようなｲim械ある機能を公朋し、閏逆

する科学・技術分野の方々に広く利用される近を開くことが既往の

|I研究成果を十分に活用し､新しい研究の企画技術の開発を促す結

！鑿鰯雲学え''72雛版からこの文献目録の刊行発売を行巻
●1973年版は、同年中に林業ならびに間辿する科学分野の定期刊行物

Q“”、口和483誌に発表された文献約7.500点を収録しております。各文献は、
■悪いQ位■且anG

O・D.C方式によって配列きれ、それぞれ0．D.C標数・著者名・題名

・掲戦誌發・巻号・ページ・内容のあらましが記戦されております。ユー一

報日本林業技術協会懲脱＄蛎蝋幅W密首
一一一一-~二一一一一一一一一一一一

一一一一一一一一一__
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林
業
経
営
双
書
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林
莱
締
営
研
究
所
研
究
員
依
光
良
三
薪
価
一
三
○
○
円
〒
共

森
林
「
開
発
」
の
経
済
分
析

近
年
、
大
規
模
に
展
洲
さ
れ
て
き
た
森
林
地
帝
の
棚
発
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
そ
し
て
均
磁
麺

と
れ
た
Ⅲ
麺
発
生
の
少
な
し
測
発
・
利
川
の
方
法
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
こ
れ
ら
を
考
え
る
た

め
に
過
去
お
よ
び
現
在
の
棚
発
・
利
用
の
展
肌
と
そ
の
問
題
点
を
継
済
学
の
方
法
崎
郵
魏
卸
鐵

く
分
祈
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
林
地
朋
発
、
国
土
利
州
を
考
え
る
た
め
の
必
読
背
。

林
業
経
常
研
究
所
研
究
員
飯
田
繁
署
価
一
、
三
○
○
円
〒
共

造
林
ｌ
そ
の
歴
史
と
現
状
ｌ

林
莱
の
蕊
本
で
あ
る
造
林
の
経
済
分
枅
、
歴
史
分
析
は
き
わ
め
て
少
く
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
が

な
い
。
本
嘗
は
す
で
に
明
ら
か
踵
さ
れ
た
統
計
や
調
在
研
究
報
告
に
著
者
の
怠
見
を
加
え
て
ま

と
め
た
も
の
で
、
堀
近
話
題
と
な
っ
た
海
外
造
林
ま
で
を
と
り
あ
げ
、
さ
ら
に
造
林
政
簸
ば
如

何
に
あ
る
べ
き
か
を
示
唆
し
た
林
業
家
の
必
読
誉
で
あ
る
。
（
二
〃
未
刊
行
）

鮎
取
大
学
教
授
中
山
哲
之
助
箸

森
林
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景
観
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業
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垂
認

ｌ
現
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施
莱
を
ス
ム
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に
行
な
う
た
め
に
Ｉ

森
林
風
致
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

ｌ
そ
の
恵
義
と
森
林
の
取
扱
い
Ｉ

ｌ
基
礎
的
考
察
ｌ

今
後
と
ら
れ
る
べ
き
林
政
の
鵬
本
的
方
向
を
わ
が
国
林
梁
の
辨
礎
的
考
察
に
雑
づ
い
て
述
べ
た

労
作
○
こ
れ
か
ら
の
わ
が
国
の
林
政
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
立
つ
べ
き
か
を
考
え
る
に
当
た
り

鵬
礎
的
視
腿
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与
え
る
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市谷木村町28
ホワイトピル

日本林業畑査会
硴溌（269）3911瀞
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図面の面積を測るときプラニメーターが便利です

ｵー バｯｸEならもつとべんりです

照
▲鍔b‘．

r稲に薮
NoOO2R

－

穣分車婦零-0.bac装磁一測定開始時ワンタッチで目盛をO位澄にセットできます。二度の

銃取I)や差引き計算の必要がありません。

直進式一一Lilleartype－種針がないので図面上に置いただけで使えます。長大図面の測

定も一度で済みます。トレーサーにルーペ式と指針式があI)ます°

NQOO1R単式ルーペ式=¥23,500NQOO1N単式指針式=¥23,000
N0､002R複式ルーペ式=¥25,000NQOO2N複式指針式=¥24,500

降林測量に新分野を拓くｳｼｶﾀ

L
ト酢一i今，心今‘･-..-‘"謎や垂や｡蒋電ご‘刺

定
価
三
百
円
送
料
十
六
円

NO.S-25トラコン
牛方式5分醜コン'鍵トランシット

望週鏡･…････……･…･･･…･･･12X

水平分凌5分暁･･･…婦零裟腿付

¥42,000

NO.gD・ISD･…ワイド輪尺
測定長が伸びるジュラルミン製のスマートな鎗尺

No.9D・……･……･･,・・90.瓦まで=¥9,500

N0．13D･.…………130cw患で=¥11,000

コンドルT-22
牛方式双視実体鯛

2人が同時に同じ写真像を観測でき態す。

￥320,000

煕 牛方商芸
東京都大田区千鳥2-12-7

TEL(750)0242代表〒145
●●

★詫名ご妃入の上カタログご鯖求ください｡．
､●
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